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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程はお手元

に配付のとおりでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、15番、櫻田貴久

議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  議席番号15番、自民クラブ、櫻田貴久です。 

  通告に従い、市政一般質問を行います。 

  １、観光行政について。 

  日本人は温泉が大好きです。温泉地に泊まりに

行く人の数は年間で１億3,000万人を超え、平成

23年度からはＶ字回復をしています。復活の要因

は幾つか挙げられます。例えば、破綻した旅館な

どを買収して再生させる事業者の活躍、個性的な

旅館の存在、鉄道などインフラの充実、外国人観

光客の増加などです。一時は窮地に陥った全国の

温泉地も明るさを取り戻しつつあります。本市の

温泉地である塩原温泉、板室温泉も数年前とは違

う景色が広がっています。 

  温泉街が凋落した理由をしっかり検証しながら、

塩原温泉、板室温泉のさらなる発展を期待し、以

下の点についてお伺いをいたします。 

  ⑴平成29年１月から12月の観光客入り込み数と

宿泊者数についてお伺いをいたします。 

  ⑵平成30年度の観光行政についての予算の概要

及び方針についてお伺いをいたします。 

  ⑶ここ10年間の入湯税の推移についてお伺いを

いたします。 

  ⑷平成29年度の入湯税の使途について詳しくお

伺いをいたします。 

  ⑸４月１日から行われるデスティネーションキ

ャンペーンの本市の取り組み及びタイムスケジュ

ールについて、改めて具体的にお伺いをいたしま

す。 

  ⑹日本遺産の取得に向けた取り組みの進捗状況

についてお伺いをいたします。 

  ⑺塩原温泉、板室温泉が取り組んでいるハナモ

モの植栽事業計画の進捗状況についてお伺いをい

たします。 

  ⑻塩原温泉、板室温泉の宿泊施設の現状につい

てお伺いをいたします。 

  ⑼本市の観光に携わる組織について、改めてお

伺いをいたします。 

  ⑽知名度等もかなり向上はしていますが、今後、

インバウンドを含めた本市の観光行政の将来に向

けての取り組みについてお伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 
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  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それでは、私からは

ご質問の中の⑴、⑵と⑸、それから⑺から⑽につ

きましてお答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の平成29年１月から12月の観光客入

り込み数と宿泊者数についてでございますが、観

光客入り込み数は935万5,910人で、前年比4.1％

の減、宿泊者数は95万7,208人で、前年比2.3％の

増となっております。 

  次に、⑵の平成30年度の観光行政についての予

算の概要及び方針についてですが、第２次総合計

画前期基本計画に掲げました「観光地としての品

質を管理する」、「観光地としての認知度を高め

る」を推進するため、市観光局を中心とした観光

誘客促進事業費や老朽化施設の修繕、それから公

衆トイレの洋式化等に係る経費を計上していると

ころでございます。 

  次に、⑸の４月１日から行われるデスティネー

ションキャンペーンの取り組み及びタイムスケジ

ュールについてお答えいたします。 

  ＤＣ本番に向けては、観光局が中心となって４

つの独自キャンペーンや二次交通対策、宿泊プラ

ンなどの受け入れ態勢を整え、２月９日には那須

塩原市ＤＣ総決起大会を開催したところでござい

ます。 

  また、首都圏ＪＲ駅でのキャラバンや新聞、雑

誌への記事掲載など、事前の告知宣伝を進め、４

月の本番を迎える予定となっております。 

  続きまして、⑺の塩原温泉、板室温泉が取り組

んでいるハナモモの植栽事業計画の進捗状況につ

いてお答えをいたします。 

  ハナモモの植栽につきましては、両温泉地でそ

れぞれ地元関係者が主体となって取り組んでいる

ところであり、塩原温泉ではもみじ谷大吊橋周辺

を中心に約1,000本、板室温泉では木の俣園地を

メーンに、戸田や青木地区などに約400本が植栽

されております。 

  次に、⑻の塩原温泉、板室温泉の宿泊施設の現

状についてでございますが、宿泊施設数は減少傾

向にありまして、現在は塩原温泉において66施設、

板室温泉において16施設となっております。 

  次に、⑼の本市の観光に携わる組織についてお

答えいたします。 

  観光に携わる組織といたしましては、３つの観

光協会と市観光局が中心的な役割を担っておりま

すが、さらに観光事業者や地元関係者で組織いた

します塩原温泉活性化推進協議会や板室温泉活性

化委員会、また、近隣市町と連携して組織してい

る観光案内所運営委員会などが観光振興に向けた

取り組みを展開しております。 

  次に、⑽の本市の観光行政の将来に向けての取

り組みについてでありますが、将来に向けまして

は人口減少による経済規模の縮小を見据え、地方

創生の切り札と言われる観光産業を成長させ、産

業全体への波及効果を高めていくことが重要であ

ると考えております。今回のＤＣで培いました経

験を生かし、将来にわたり観光地として生き残っ

ていくための基盤づくりを進めるとともに、関係

者がビジョンを共有できる計画の策定と、関係者

が一体となった推進体制の強化に引き続き取り組

んでまいりたいと考えております。 

  また、インバウンドにつきましては、メーンタ

ーゲットの絞り込みを行いつつ、上海拠点事業や

ＡＳＥＡＮ諸国へのプロモーションを継続してま

いりたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 総務部長。 

○総務部長（伴内照和） それでは、私からは３と

４についてお答えをいたします。 

  まず、⑶のここ10年間の入湯税の推移について

でございますが、決算額の推移で申し上げますと、
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平成19年度の入湯税の決算額は１億7,269万円で

ございます。以降、減少傾向で推移をしておりま

して、東日本大震災の影響が大きかった平成23年

度につきましては、１億2,589万円まで減少して

おります。平成24年度以降は１億3,000万円台の

半ばから１億4,000万円台の前半で推移しており、

平成28年度につきましては、１億3,818万円とな

っております。 

  次に、⑷の平成29年度の入湯税の使途について

お答えをいたします。 

  入湯税の使途は、環境衛生施設、消防活動に必

要な施設、観光施設、観光振興経費などとされて

いることから、那須塩原クリーンセンター、消防

コミュニティセンター、各種観光施設に要する経

費のほか、観光振興に係る経費に充当をしている

ところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ⑹の日本遺産の取得に向

けた取り組みの進捗状況について、私のほうから

お答えをさせていただきます。 

  日本遺産の認定については、昨年度に引き続き、

明治期の華族農場に代表される那須野が原の開拓

をテーマに、大田原市、矢板市、那須町とともに

構成する近代開拓史遺産日本遺産認定推進協議会

において申請の準備を進めてまいりました。 

  今年度は、文化庁の指導を仰ぎながら申請に必

要なストーリーの再構築と地域活性化の計画の見

直しを行いまして、申請内容のブラッシュアップ

を行ったというところでございます。協議会にお

いて承認を得たということで、最終案につきまし

て、平成30年１月25日に文化庁のほうに申請をし

たというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑴より順次

再質問をさせていただきます。 

  観光客入り込み数935万5,910人の前年比4.1％

減を本市としてはどのように分析をしているのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 4.1％減という中身

でございますが、私どもで今考えておりますのは、

昨年夏休み時期、非常に天候が悪かったと、また

大事な紅葉時期でございますが、10月には週末ご

とに台風が上陸したといったところが最も大きな

要因ではないかというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは次に、宿泊者

数95万7,208人の前年比2.3％増を本市としてはど

のように分析しているのかお伺いをいたします。 

  また、平成29年度で一番伸びた月はいつなのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 宿泊者数についてで

すが、先ほど申し上げましたような天候の影響が

あった、それから前年と比べて大型旅館の廃業が

あったという状況があったわけですが、そんな中

で、対前年比で増加しているということに関しま

しては、これまで継続してきた観光プロモーショ

ン、それからＤＣといったものの取り組みの効果

があったのかなというふうに考えております。 

  また、一番伸びた月ということでございますが、

月としましては、３月が一番伸びた月となってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは次に、⑵の再質問に入ります。 
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  平成30年度の観光局を中心とした観光誘客促進

事業について、具体的にお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 平成30年度の誘客促

進事業の予定でございますが、まず首都圏向けの

観光プロモーション、ＪＲのタイアップ、それか

ら新聞、雑誌、ラジオ等を使ったメディアミック

ス、さらに地域事業、各観光協会等が中心になっ

て地域で行う事業の充実、宿泊プラン等による品

質の管理事業、また二次交通の充実、対策支援事

業。 

  具体的に、先ほどの地域のイベント等を申し上

げますと、塩原温泉で展開しております竹取物語、

それから板室温泉を中心に展開しております三大

祈願祭お炊き上げ、こういったものを予定してお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは次に、老朽化

施設の修繕及び公衆トイレの洋式化等の取り組み

について、どのようにプライオリティーが決定さ

れるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 優先順位ということ

かと思いますが、まずはやはり安全性、機能面、

こういったもので緊急性を見ております。さらに、

東京オリンピック・パラリンピック、それから国

体というものも迫っている中で、公衆トイレにつ

いては洋式化等なんかも順次進めていくというと

ころにポイントを置いております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑶、⑷につ

いて関連をしていますので、一括で再質問をさせ

ていただきます。 

  入湯税の多い市町村は、2015年のデータではあ

りますが、１番が箱根町、５億9,102万円、市町

村の税に占める割合が9.90％です。２位が札幌市、

４億4,344万円です、0.16％。札幌市は定山渓温

泉などを控えて、かなり入湯税が上がっています。

３番が熱海市、４億4,044万円です、4.51％。そ

して５位に日光市が出てきます、３億6,401万円、

2.70％。そして10位に、いつも旅行雑誌等で人気

の草津町、２億2,691万円、11.98％。そして15位

に、なんと隣の那須町が１億9,918万円、3.98％。

そして、本市としては全国でも25位にランクをさ

れます。2015年ですから、那須塩原市は１億

3,545万円、0.7％です。 

  入湯税とは、地方税法で定められた目的税です。

旅館、入浴施設の経営者が入湯客から徴収して市

町村に納める標準税額は１人１日で150円で、市

町村が税額や減免措置を決められます。 

  そこで、今までに入湯税の税額について本市と

しては取り組んだことがあるかお伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 入湯税について、これま

で本市におきましては地方税法の基本であります

標準税率を使用しておりましたので、改めて税率

について超過税率等の検討を行ったことはござい

ません。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、制度上は主

に温泉地の環境衛生や消防施設の整備に使わなけ

ればなりませんが、実際には道路整備など、一般

財源化している自治体も多いと言われる中、本市

としては細やかな用途の報告義務はなされている

のかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 入湯税については、目的

税ということで一定の使途が指定されているもの

でございますので、決算の段階でホームページ等

を活用して、税の充当状況をまずご説明している

と。そのほか、例えば旅館等、実際に納めていた

だくような方につきましては、実際の具体的な使

途を記載した「那須塩原市の入湯税の概要」とい

うような資料をつくりまして、そういったものを

毎年お送りしているという状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 入湯税のような貴重な

財源をきちんと観光振興に使えれば、より温泉地

が活性化すると思いますが、そんな声が今までに

関係者からは出なかったのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 入湯税の有効活用という

ことで、一部旅館関係者の中からはそういった声

があったということは聞いておりますが、直接総

務担当のほうには声は届いておりません。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 入湯税の新たな可能性

を示した事業例に大分県竹田市の竹田式湯治など

がありますが、今後、このような事業なども積極

的に取り組んでもらいたく強く要望しますが、本

市の考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 竹田市の事例につきまし

ては、入湯税の使途であるとか目的をより具体化

したものだというふうに考えております。温泉地

の活性化につながる事業ということの一つであろ

うというふうに考えております。 

  今後につきましては、いろいろな情報等を集め

る中で研究検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  稼働率が上がれば、税収が上がる。担当部局の

連携が必要不可欠だと思いますが、どのように連

携をしていくのか、最後にお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 入湯税の使途につきまし

てはただいま申し上げたとおりでございますが、

充当に当たりましては、施策の優先順位、また入

湯税の趣旨等を総合的に考慮した上で実施してい

るところでございます。 

  平成28年度の充当先として、観光施設の整備や

観光振興に係る部分に入湯税としては67.8％を現

在でも充当しているというような状況でございま

す。観光振興の伸びが税収増につながるというこ

とですから、これまで以上に担当部局との連携を

深めながら、よりよい連携の形を研究してまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑸の再質問

に入ります。 

  ２月９日の那須塩原市ＤＣ総決起大会の開催、

お疲れさまでした。本市のＤＣの取り組みの本気

度があらわれたすばらしい大会でした。 

  そこで、市外の皆様には十分なプロモーション

ができていると思いますが、市民の皆様の関心度

についてお伺いをいたします。 

  また、市民の皆様への告知の方法について、改

めてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 
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○産業観光部長（藤田一彦） ２月９日の総決起大

会、こちらのほうには地元のメディアさんにも多

数参加いただきまして、新聞等でも報道されたと

いうところで、市民の皆様の周知にも、それもつ

ながったのではないかというふうに考えておりま

す。 

  さらに、今後のお話になりますが、３月の広報

なすしおばらのほうにＤＣの特集記事を掲載する

予定であります。かなり細かく内容を掘り下げて

掲載することになっておりますので、関心をさら

に高めていただけるというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは次に、市内３

つの観光協会との連携についてもお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光協会が今中心に

なって全体としてのキャンペーン、宿泊プラン等

の取りまとめ等は行っておりますが、プランづく

りの段階で各観光協会、地区ごとの皆様との協議

等を十分に行って、このプランができ上がってい

るという形になっております。 

  多様なコンテンツがこれで準備できたわけでご

ざいますので、またいらっしゃったお客さんに楽

しんでいただくために、さらに地域で細かな心遣

い、それからかゆいところにといいますか、そう

いう、あとは細かなところの練り上げを今後やっ

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） できれば、塩原温泉観

光協会と板室温泉観光協会がとり行う事業につい

て、わかる範囲でお願いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それぞれ地区で行う

事業でございますが、塩原温泉では、先ほども申

し上げましたが竹取物語、それから企画としては

温泉ふるまい、それから温泉ソムリエの温泉セミ

ナー、こんなものが予定されておりまして、板室

温泉では三大祈願祭、さらには板室温泉のアート

コラボ、ＭＩＴＥＡＲＵ嬉というような企画を準

備しております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 今回のデスティネーシ

ョンキャンペーンでは、いちごとみるくのプラン、

朝食イッピン、巻狩、利き酒、そして周遊バスで

すけれども、そういったお互いの観光協会が協力

してやる事業なんかもしっかり周知をしていただ

いて、オール那須塩原でやっているよという感を

出してもらえば幸いだと思いますので、ぜひ引き

続きよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次に、二次交通対策についての具体的

な取り組みについてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 二次交通の具体的な

内容でございますが、二次交通対策につきまして

は、観光スポットを周遊しながら重要な拠点とな

ります那須塩原駅、それから温泉地をつなぐとい

うバスツアーの運行を行う予定であります。 

  また、運行の周知とあわせまして、路線バス、

それからタクシー、こういった交通機関の利用案

内を兼ねたパンフレットを作成しまして、現在あ

る二次交通との連携、それから二次交通の活用を

図りながら観光周遊の利便性を高めていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 那須塩原市地域公共交

通網形成計画の中にあるように、観光対応路線の



－214－ 

確保、維持を積極的に進めていただくよう強く要

望いたします。 

  また、エントランスの責任、ＪＲがせっかく駅

まで運んできてくれるわけですから、二次交通の

大切さはこれからもしっかり認識した上で施策を

進めていっていただければと思います。 

  それでは、⑹の再質問に入ります。 

  日本遺産の本市の取り組みについては、前回の

反省点を踏まえ、積極的に取り組んでいると思い

ますが、現時点での反応についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 申請書の提出に当たりま

しては、文化庁のほうで事前協議をさせていただ

いております。昨年度は２回でありましたが、今

年度は４回足を運んだということで、その間に市

長のほうでも要望等に行っていただいたといった

こともございます。 

  担当のほうから聞いた感想といいますか、県内

で５つの市町村が手を挙げております。うちとラ

イバル的には宇都宮市が手を挙げておりまして、

大谷石の遺産ということで、かなり有力かなとい

うことで、県のほうからも今の時点ではそちらも

有力だということで、那須塩原もなかなかいい線

だよということでは県の担当からは言われており

ますので、今後の発表を期待したいと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） であれば、○○○○○

○○○○○○○もう１回足を運んでいただければ

と思いますので、どうかよろしくお願いしたいと

思います。 

  今回の取得に向けた取り組みで、申請内容のブ

ラッシュアップについて、具体的にお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 今回、ブラッシュアップ

を行ったということは、昨年度の内容の反省をい

たしまして、ストーリーを読んだ人がここに行っ

てみたいというふうに思わせるようなストーリー

を組み立て直したということで、那須塩原市だけ

ではございませんので、大田原、那須、矢板とい

うことで４市町の協力を得てやっておりますので、

ストーリーをつくる者とストーリーを今後どうい

うふうに活用していくかということで、産業観光

部関係のほうの職員の協力も得ながら、部会も２

つありますので、そんな中で、その地域の情景が

浮かび上がるような、そんなようなものに、魅力

を伝えられるような文章に組み立てたということ

でございます。 

  那須野が原の景観というものは、食に関するも

のも今回盛り込んだということでございまして、

当時はブドウ畑が日本一だったということで、あ

る議員さんのほうからもデータをいただきまして、

そういうものもいただきながら、当時の味が現在

も引き継がれて、今もその味が味わえるというよ

うなことも若干入れてあります。何といいましょ

うか、ある程度、那須塩原市のほうに特化したよ

うなストーリーに組み立てを直したということで

ございまして、日本遺産の連携についてはいろん

な事業と組み合わせていくというような形に持っ

ていきたいということで、今後の１つのツールだ

というふうに思っておりますので、関係市町と協

議をしていったということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、大田原市、

矢板市、那須町の反応についてもお伺いをいたし
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ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど申しましたストー

リーをつくる部会と、それから地域活性化の計画

を策定する部会の両部会がありまして、その部会

のほうでいろいろもんでいただきまして、それを

協議会ということで、私のほうで取りまとめをし

たということでございます。 

  先ほど申しましたように、今回、ある程度うち

のほうの考え方に特化したというふうにしたとい

うことについては３市町の合意は得ているという

ことで、今回、文化庁のほうに提出をさせていた

だいたというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、例年どおり、

４月ごろに結果が出るということでいいのかお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在の予定では、４月下

旬のころになるのかなという予定でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 日本遺産の認定結果の

発表が今から楽しみです。「果報は寝て待て」で

すよね。というわけで、期待をしていますので、

どうかよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次に、⑺の再質問に入ります。 

  ハナモモの植栽事業計画のグランドデザインに

ついてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ハナモモのグランド

デザインということですが、春になると那須塩原

に行くとハナモモがたくさん咲いてきれいなんだ

よね、春の那須塩原を代表する観光資源というふ

うに位置づけられるように植栽を続けていきたい

と。エリアとして、塩原の場合は標高差を生かし

た植栽、期間が長くなります。それから板室地区

の場合には温泉街のほか、黒磯駅、そこから町な

かから板室温泉に向かうルートである青木、戸田、

そういうルート沿いに植栽を広げていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、来年度の計

画についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 平成30年度におきま

しても、両温泉地とも継続して植栽を行っていた

だけるという予定になっております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 最終的には、どのぐら

いの形で完結して、この間、推進協議会の人たち

と話をしたら、ことしの５月に花が咲きますよ、

見に来てくださいという話はあったんですが、大

体予定としては、どのぐらいの形で全体的に思い

描くようなことになるのか、最後に１点お伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 咲きますよというお

話があったということですが、３年ぐらいで咲き

始まるというものもあります。大分状況で変わる

ようですが、５年、それから７年たつうちに相当

大きなものになってくる。 

  最終的な形については、現在行っております植

栽の状況、それからそれに対する反応等を見なが
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らどこまで拡大するかと、最終的な形については

まだ、決めているというものではございませんし、

市だけが決めるというものでもございませんので、

引き続き、地元の皆さんと協議しながら、こちら

についても取り組んでいくものだというふうに思

っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ぜひ、地元の人たちと

コンセンサスをきっちりとって進めてもらいたい

と思います。植えるだけでは何にもなりませんの

で、板室、塩原の宿泊につながるような、そうい

った先を見据えた上での事業になるようアドバイ

スをしてもらえばと思いますので、どうかよろし

くお願いしたいと思います。 

  それでは次に、⑻の再質問に入ります。 

  本市としては、塩原温泉、板室温泉の旅館、ホ

テルの減少傾向をどのように捉えているのかお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 旅館数の減少という

のは残念なことではあるというふうに思いますが、

人口減少、それから観光ニーズの多様化、変化、

こういった全国的な傾向の中で見ますと、本市に

おいても例外ではないんだなというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 減少傾向の原因なんで

すが、倒産だったりとか廃業だったりとかとある

と思うんですけれども、なかなかその情報的な部

分は公表はできなくても、担当部局としてはそう

いった原因は的確に捉えているという認識でよろ

しいのでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 議員のおっしゃる

「的確に」の範囲のところはあるかなという若干

不安はありますが、担当部局としては原因につい

ては分析は行っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、今後の新規

出店の情報などについてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 新規出店、水面下の

お話、いろいろ噂の段階とありますが、現に形と

してあらわれておりますものとしては、塩原温泉

のほうで１施設が既に着工しているものがござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、全国的にも

旅館の減少に関してはやむを得ない現状ではあり

ますが、そこで、町全体に活気を取り戻す取り組

み、面で再生させることが重要だと思いますが、

現状についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 今、各施設、個々に

本当に一生懸命頑張って取り組んでいるという状

況はご理解いただけるかなと思うんですが、確か

に今後、各施設だけではなくて、それを面として

展開しなきゃならない、温泉街としてどういう形

をつくっていくかというのは、非常に大切な話で

あるというふうに思います。 

  そんな中で、今どんな状況かといいますと、旅

館を初めとしました観光事業者さんなどとまずは

情報を共有し、現状を、共通認識をしましょうと、

うまくいっているところの事例は何でそううまく

いっているんだと、そういったものを自分の施設

だけの情報じゃなく、ある程度営業戦略的な部分
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も共有しながらやっていくというような気運も高

まってきておりますので、さらにこういった効果

が上がるように、継続して取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 面でしか支援できない

のは十分わかります。 

  しかし、旅館がすごい勢いで今減っていますよ

ね。2020年までにはホテルはえらい勢いでできて

いますよね。それがどうのこうのと言うわけでは

ありませんけれども、例えば、旅館がなくなれば

温泉街は歯抜けになっていきますね、空き家が目

立ちます。本市にとっては非常にマイナスです。

であれば、少し経営的な部分の支援というのを考

えたことはないのか、これから考えるつもりはあ

るのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 経営的な支援という

ところでございますが、制度融資等の意味ではな

いのかなと、議員がおっしゃる経営的なというの

は、コンサル的な意味合いなのかなというふうに

受け取りますと、なかなか行政が直接コンサル的

なところに入っていくというのは難しいんだろう

なと思っています。 

  そういった中で、本市には観光局という組織が

できておりますので、観光局の展開次第では一定

の支援はできるのかな、今後の取り組みにはなり

ますが、そんな可能性はあるのかなというふうに

思います。 

  観光局以外の場合には、考えてみますと、やは

り専門家を雇って、経営コンサル的なことをやら

なきゃならないんだろうと、それを行政が直接か

かわっていくというところには、少しまだ課題が

多いんだろうと思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑼の再質問

に入ります。 

  改めてお伺いをいたします。塩原温泉活性化推

進協議会及び板室温泉活性化委員会のコンセプト

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） こちらも地元の皆さ

んがいずれも組織した組織でございます。行政が

つくった組織ということではございませんが、私

どもが感じておりますのは、単に観光に従事する

者、観光関係者だけではなく地域として捉えて、

観光に従事していない方も一緒になって自分たち

の地域をどうしよう、自分たちの地域のなりわい

の中心である観光をどうしようというようなもの

に取り組む組織というふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 多分、今、地方創生と

言われている言葉は、僕の中ではトレンドだと思

っています。おそらく国がやるのが地方創生なん

ですが、こういった自治体がやるのは、多分、地

域創生なんだと思うんですよね。今、部長の答弁

で共通認識ができましたので、その辺はしっかり

協議会、委員会等を活用しながら、もう一度、こ

れからさらなる観光の発展を告げる意味では、も

うちょっと丁寧に話をしながら進めていっていた

だければと思います。 

  そんなところでなんですが、塩原温泉活性化推

進協議会の事業内容についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 代表的な事業で申し

上げますと、塩原温泉の場合には春に旬の食材キ

ャンペーンということ、それから地産地消の事業
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という意味合いも含めまして、大変おいしいカブ

ができますので、「ウエルかぶ塩原」というよう

なキャンペーンを行い、秋には、やはり特産物で

あります高原大根を利用した「秋の旬感ベジたべ

る」というような取り組みを行っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは次に、板室温

泉活性化委員会の事業内容についてお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 板室温泉の活性化委

員会では、やはり今後の方向性を真剣にみんなで

考えようじゃないかと、板室温泉も多様化してき

ております。ただ温泉として、板室地区として、

どういうふうにやろうというので、温泉ビューテ

ィー研究家という方を講師に招いての勉強会を継

続的に行ったり、地域内で実施される広域的なイ

ベント、トレイルランニングなんていうのがある

んですが、そういったものの支援、さらには板室

の将来像を見据えて、意見交換なんかも行ってお

りますし、これはゼロ予算という形になりますが、

塩原温泉に比べて小さなエリアの板室温泉の中で、

自分たちが輝きながら、自分たちの地域をさらに

輝かせるための活動を行っているのは板室温泉活

性化委員会であるというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 部長、板室温泉、すば

らしいじゃないですか。塩原温泉、お金を使って

いて費用対効果を考えればどうなのというのがあ

りますけれども、これは少し評価してやって、お

金をつけろつけないという話じゃありませんから、

もっとやる気のある観光地は支えていっていただ

ければと思います。 

  それでは次に、観光案内所運営委員会の事業内

容についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光案内所運営委員

会ですが、こちらは那須塩原駅の構内にあります

観光案内所の運営でございます。本市だけではな

くて、大田原市、それから那須町、那珂川町と４

市町の共同の設置ということになっております。

そこで案内等を行いながら、また、那須野トラベ

ルガイドというような広域的なパンフレット等を

作成しております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、本市の観光

に携わる組織の課題についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 本市の観光に携わる

組織の課題ということ、個々の組織はそれぞれに

課題を内包しているんだろうなと思いますが、そ

れぞれ組織がある中で、市として、その組織に対

してどういう課題があるんだという話になります

と、連携の方法であったり、目的と役割の整理で

あったり、そんなところは少し課題としてあるん

だろうなというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、今後、本市

の観光振興にこのような組織はどのように連携を

していくのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） １回目の答弁でも申

し上げましたが、今後の観光振興につきましては、

やはり市の観光局が中心、そこに観光協会、それ

ぞれの組織というのが結びついて連携を深めてい

かなきゃならないんだろうなというふうに思って
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おります。 

  そんな中で、場合によっては同じ目的を持った

部分については組織の垣根を超えて連携、あるい

はさらにそれを進めて合併というようなことも状

況によっては進むのかなと、そういう進み方をす

ることによって、さらに先の展開が開けてくるの

ではないかというふうに現時点では考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 繰り返しになるんです

けれども、今の時代背景を考えれば一本化したほ

うがスケールメリットが出るような気がするんで

すが、そういう認識のもとに、今後はそういった

組織も見直しをしていくという考えでよろしいん

でしょうか。最後に１点お聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 地元の組織としまし

ては、それぞれ目的を持ち、思いを持ち、歴史が

ありということは前提として踏まえる必要はある

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、最後の⑽の

再質問に入ります。 

  本市の観光行政の将来に向けた取り組みに関し

ては、温泉街が凋落した理由の検証をと冒頭で申

し上げましたが、温泉街が凋落した理由は、客層

の変化、社員旅行、褒賞旅行などの団体客が激減、

不自由な営業、ほとんどの部屋を旅行代理店が押

さえている、まずい料理、でき合いの品を温める

か切るかだけ、風情がなくなる、旅館が客を館内

に囲い過ぎて、まちは停滞し、凋落したなどがあ

ります。まさしく崩壊の理由と再生のさまは、ま

さに旅館業界の縮図でもあります。 

  本市の観光地も宣伝が余りうまくいかなかった

点はありますが、観光局を中心にかなり認知度等

も向上しました。こういった現状を地元の皆様、

関係事業者の皆様はどのように思っているのか、

本市としてはどのように把握しているのかお伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 知名度が向上してき

たということに関しましては、再々お話をさせて

いただいておりますにっぽんの温泉100選でのラ

ンクアップ、それから旅行エージェントさんやお

客様の反応、そういったことから地元においても

おおむね認識されてきているというふうに思いま

す。 

  また、ランキングにふさわしい温泉地となるた

めに品質向上に改めて取り組むという機運も地元

で高まってきているというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、今後、本市

の観光行政を進める上での課題についてもお伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 課題ということです

が、一部重複して恐縮でございますが、先ほど答

弁しましたように、やっぱり関係者がビジョンを

共有して同じ方向に向かって進むと、進めるに当

たって、その体制をしっかり強化すると、大きな

課題といえば２つが挙げられるのかなというふう

に思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 塩原温泉、板室温泉の

中には、小規模高級型、居抜き定額型、以前から

ある旅館、ホテルを手に入れて建物をリフォーム

したり、ビジネスモデルを変えるなどして成功し
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ている例があります。例えば１万円以下で食べ放

題など、そういった事例は現代のニーズに合って

いるように思います。 

  旅館経営で成功している事例が本市にもあると

いうことを踏まえて、改めて本市の観光ビジョン

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） おっしゃるとおり、

成功事例があるわけでございますが、そういった

個々の施設の個性、強みを生かすというところ、

また加えて、極力、事業者の経営判断を尊重する

というところもやはり踏まえなきゃならない。 

  そういった中で、時代に応じた観光客のニーズ

に対応していく、そういう温泉地とならなきゃな

らないわけですが、やっぱり自分たちの地域、本

当に個々の施設、時代の流れだけに沿うんじゃな

くて自分たちがどういうふうにしたい、この地域

をどうしたいという強い思いはベースに持つ必要

はあるんだろうなと。それと、それを踏まえた中

で柔軟にニーズに沿える。なかなか両立するのは

難しいんですが、そこを踏まえないと長く後世に

というわけにはいかないというところは少し考え

ておりますが、柔軟な対応というのはやはり必要

だと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは最後に、将来

に向けての観光計画の作成について、具体的にお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） さきの議会でもそう

いった計画に着手していきますよとお話をさせて

いただいたと思うんですが、具体的にということ

で、今回のＤＣの検証なんかも踏まえながら、来

年度、具体的な計画づくりには着手をしていきた

いというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） いよいよデスティネー

ションキャンペーンが４月から始まります。もう

既に大人の休日倶楽部のＣＭは皆様もごらんにな

っていると思います。思わず雲巌寺に行ってみた

くなるような、とてもすばらしいＣＭです。さす

がＪＲさんですね。 

  閑古鳥状態から芋を洗うような佳境に大復活を

した熱海のような温泉地もあります。塩原温泉、

板室温泉の知名度も上がり、観光局が進める磨き

上げが２つの温泉地の真の復活につながると確信

をしています。 

  今回のデスティネーションキャンペーンに取り

組む中で、料理長を交代した旅館、ホテルがある

と聞きます。ますます受け入れ側の本気度が伝わ

ってきます。塩原温泉の中ではオールインクルー

シブを取り入れている旅館や、今ははやりのイン

フィニティバスなどが既に天然であるところもあ

ります。板室温泉の中には全国的に満足度の高い

お宿で、観光経済新聞紙の元旦の記事に載る社長

やアットホームなおもてなしが自慢のお宿など、

本市としてもニーズに応えるべくお宿がラインア

ップされています。 

  今後は、観光計画、（仮称）観光マスタープラ

ンの作成についても来年度に着手をするという答

弁をいただきました。入湯税などの使途について

も今後できる限り検討してもらいたく強く要望い

たします。 

  また、竹田式湯治の提唱など、参考にしていた

だきたい事例はたくさんありますが、また、温泉

を楽しむのは何も日本人だけではありません。私

がリンツ市との姉妹都市の締結の準備のために訪

れたウイーン郊外のレーマーテルメなど、ぜひ参
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考にしてもらいたい施設です。 

  本市の観光のさらなる発展と塩原温泉、板室温

泉のますますの商売繁盛をご期待申し上げ、この

項の質問を終了します。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ２、スポーツでまちお

こし。 

  第59回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会で、往路

と復路をともに制した那須塩原市Ａが３時間４分

０秒の大会新記録で２年連続９回目の総合優勝を

飾りました。本市のレベルは小学生、中学生、高

校生でも非常に高く、まさに本市のスポーツの顔

の一つでもあります。 

  また、国体でも37競技のうち５競技の開催が本

市で予定され、スポーツ施設の整備に関しても計

画的に進められている本市にとっては、将来的に

明るい展望を期待することができます。 

  そこで、スポーツを通してのまちおこしについ

て積極的に進めてもらいたく強く要望し、以下の

点についてお伺いをいたします。 

  ⑴本市のスポーツを通してのまちおこしをどの

ように考えているのかお伺いをいたします。 

  ⑵アスリートの力を生かしながらスポーツを取

り巻く環境をどのようにつくっていくのか、本市

の所感をお伺いします。 

  ⑶ローカルからグローバルへ、本市が取り組ん

でいるホストタウン登録の進捗状況についてお伺

いをいたします。 

  ⑷平成28年第２回定例会の市政一般質問をさせ

ていただいたときに、駅伝を通してまちおこしを

してはどうかという提案をさせていただきました。

当時の教育部長から非常に前向きな答弁をいただ

きましたが、今日までどのように検討をされたか

をお伺いいたします。 

  ⑸本市のスポーツボランティアの現状について

お伺いをいたします。 

  ⑹大会を運営するに当たり、本市としてはスポ

ンサーをどのように考えているのか、また、スポ

ンサーの仕組みについてもお伺いをいたします。 

  ⑺スポーツ施設への市民からの要望を今後どの

ように計画に盛り込んでいくのか、スキームにつ

いてお伺いをいたします。 

  ⑻２年後にはオリンピック・パラリンピック、

そして４年後には国体が開催されますが、本市が

思い描くスポーツビジネスについてお伺いをいた

します。 

  ⑼駅伝を通してのまちおこしをどのように考え

ているのか、本市の所感を改めてお伺いいたしま

す。 

  ⑽スポーツでまちおこしを実現するためのコン

ベンション協会の設立について、本市としての所

感をお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ２のスポーツでまちおこ

しについて、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の本市のスポーツを通してのまちお

こしをどのように考えているかについてお答えを

いたします。 

  本市では、第２次那須塩原市総合計画や教育振
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興基本計画に大規模スポーツイベントの開催を位

置づけております。また、東京オリンピック・パ

ラリンピック事前キャンプ地誘致やとちぎ国体の

開催等にも取り組んでおります。スポーツを通し

たまちおこしは本市のスポーツ振興とともに、地

域経済の活性化においても重要であると認識をし

ております。 

  次に、⑵のアスリートの力を生かしたスポーツ

を取り巻く環境づくりの本市の所感についてお答

えをいたします。 

  トップアスリートを本市に迎え、各種イベント

等で市民と交流することは、市民のスポーツへの

関心が高まり、アスリートの発掘や育成が期待で

きると考えております。今後もスポーツに対する

気運を高めるため、アスリートの力を生かしたス

ポーツ教室の開催やアスリート育成事業等を通し

てスポーツ環境づくりを展開してまいりたいと考

えております。 

  次に、⑶のホストタウン登録の進捗状況につい

てお答えをいたします。 

  昨年９月のオーストリア共和国オリンピック委

員会との協定締結以降、ホストタウン事業として、

12月には本市出身のパラリンピアン眞田卓選手を

お招きしてスポーツ交流大会を開催しております。

また、本年３月３日には、本市在住で北京オリン

ピックソフトボール金メダリストの坂井寛子選手

をお招きしてスポーツ交流大会を、また、交流事

業として３月28日には、リンツ市在住ピアニスト

の滑川真希氏と夫のデニス・ラッセル・デイヴィ

ス氏をお招きして演奏会を開催する予定でありま

す。 

  今後も、引き続きホストタウン事業に取り組ん

でまいります。 

  次に、⑷の駅伝を通してのまちおこしの今日ま

での検討と⑼の駅伝を通してのまちおこしの本市

の所感については関連がございますので、一括し

てお答えをいたします。 

  まず、これまでにどのような検討されたかにつ

いてでございますが、駅伝を通したまちおこしに

つきましては、関係競技団体であります那須塩原

市陸上競技協会と協議をしてまいりました。協議

の内容につきましては、本市においては県大会以

上の駅伝競走大会の開催、県内外の高等学校、大

学の合宿の誘致や地元中学校、高等学校の駅伝部

に対してのサポート等でございます。 

  また、駅伝を通してのまちおこしにつきまして

は、議員ご指摘のとおり、駅伝は本市のスポーツ

の顔であるということで、自他ともに認める駅伝

のまちであると認識をしております。このことか

らも駅伝競走に関する各種事業に取り組むことに

よってスポーツの振興はもちろんのこと、地元の

各種産業の活性化が図れることができるものと考

えております。 

  次に、⑸のスポーツボランティアの現状につい

てお答えをいたします。 

  今年度創設をいたしましたスポーツボランティ

ア制度ですが、現在50名の方に登録をいただいて

おります。今年度においては関東学生トライアス

ロン選手権や那須塩原ハーフマラソン大会、それ

から市駅伝競走大会などの本市スポーツイベント

にご協力をいただいているところでございます。 

  次に、⑹の大会運営とスポンサーについてお答

えをいたします。 

  大会運営に当たりましては、スポンサーは本市

のスポーツ振興を図っていく上でパートナーであ

ると捉えております。 

  スポンサーの仕組みについてですが、スポーツ

の振興等を目的に協賛金などを募り、呼称や商標

の使用権を提供するものと認識をしてしておりま

す。 
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  次に、⑺のスポーツ施設の計画策定に市民から

の要望を今後どのように計画に盛り込んでいくの

かについてお答えをいたします。 

  施設利用者、市民アンケート及び競技団体等か

らの要望は内容を精査し、今後の予算要求や市ス

ポーツ施設の整備における基本計画に反映させて

まいりたいと考えております。 

  次に、⑻の本市の描くスポーツビジネスについ

てお答えをいたします。 

  スポーツビジネスにつきましては、スポーツツ

ーリズムと言われるスポーツ観戦や大会開催、合

宿誘致等、スポーツを活用して宿泊、観光、飲食

など、地域の振興を図ることと認識をしておりま

す。 

  最後に、⑽のコンベンション協会設立の本市の

所感についてお答えをいたします。 

  本市で行うスポーツ大会やスポーツ施設の有効

利用のため、宿泊施設等の民間事業者と連携を図

ることは重要であると認識をしております。オリ

ンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致や

とちぎ国体を通し、連携方法や実施主体など、研

究してまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） スポーツでまちおこし

は、本市のスポーツ振興や地域経済の活性化とい

う点で重要であるという答弁をいただきました。 

  まさしく、スポーツでまちおこしということの

重要性を共通認識し関連をしていますので、一括

で再質問をさせていただきます。 

  今年度のアスリートの力を生かしたスポーツ教

室の実績についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほども答弁をさせてい

ただきましたが、スポーツ交流事業を２回ほど実

施しております。 

  12月26日の、先ほど申しました眞田卓選手を迎

えた交流大会、それから今後、３月３日に行われ

ますソフトボールの金メダリストの坂井寛子選手

の大会ということでございます。そのほかに西那

須野の井口のほうにあります東レアローズにより

ます、地元の中学生を対象にバレーボール教室と

いうものを８月に実施してございます。 

  また、うちのメーンの主催ではございませんが、

八溝定住自立圏のほうにおいては、大田原の会場

になっておりますが、プロ野球ヤクルトの前監督

の真中満さんとかジャイアンツアカデミーによる

野球教室、それからＨｏｎｄａ女子ソフトボール

部によるソフトボールの開催等、またプロサッカ

ー選手の前園真聖氏によるサッカー教室等の開催、

それは予定ということでございますが、定住自立

圏のほうでもそういうようなことの取り組みをし

ているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、2020年の東

京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、

２年後に国体が開催されます。さらに先の未来に

那須塩原市はどんな遺産、レガシーを残せるのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） どんなレガシーを残せる

かというお尋ねでございますけれども、つい数日

前に平昌オリンピックが終わりまして、さあいよ

いよ２年後、東京オリンピック・パラリンピック

だというような気運がさらに強くなってきた感が

ございますけれども、東京オリンピック・パラリ

ンピック事前キャンプ地の誘致に現在は取り組ん

でおりますので、これによりまして、本市には国
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際交流、あるいはスポーツや文化・芸術活動など

の促進、これがまず図られるものというふうに思

っております。 

  また、国体の開催の取り組みにつきましては、

今後整備されますサッカー場、あるいはテニスコ

ート、こういったものは市民の方々に広くご利用

していただける施設として、いわゆるレガシーと

して残せるんじゃないのかなというふうに思って

おります。 

  さらには、競技種目の普及並びに選手の育成、

こういったものもあわせて図られるのではないの

かなというふうにも考えますが、私はそれ以上に

大きなレガシーというのは、やっぱりこういった

取り組みを通して、広く市民の方々の心に残るレ

ガシーがあるんじゃないのかなというふうに思っ

ております。ご承知のとおり、学校におきまして

は東京2020教育プログラム、これが全校認証され

ております。ここ数日、平昌オリンピックのメダ

リストたちが帰国しまして、あの選手たちの口か

ら出てくる言葉は大変子どもたちにとってはすご

く刺激のある、努力の大切さ、あるいは夢を持っ

て、それを貫こうとする、そしてその先にある達

成感、そういったもののすばらしさを今さらなが

らに感じたのではないのかなというふうに思って

おります。 

  こういう中を通して、今後、本市におきまして

も多くの外国人選手が訪れたりする、あるいはす

ばらしいトップアスリートが来るということを通

して、広く子どもたちも含めて市民の方々がそう

いった方々と交流する中で、いわゆる多様性の理

解であったり、あるいはそういったものを通して

さらに豊かな国際性を持つ人材が本市には残るん

じゃないのかなという、そういった方々が今後、

市長が常々おっしゃっております県北の中心都市

として、県の北都としての本市、那須塩原のさら

なる発展がこれによって期待できるんじゃないの

かなと、私はそのように思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 教育長、答弁ありがと

うございます。 

  最後のまとめで、皆様にも僕の流れがこれで、

こういこうという部分のレガシーの部分、皆さん

覚えておいてくださいね。最後にサプライズ的な

発言がありますので、ぜひ賛同していただければ

と思いますので、どうかよろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは、オーストリア国からのキャンプ誘致

の話などはまだ具体的にありませんか。お伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在、オーストリア共和

国トライアスロン連合と、ことし５月に開催され

ますトライアスロン横浜大会の事前キャンプのト

レーニング会場として調整中でございます。これ

を受けまして、具体的な事前キャンプ地の実施に

向けた協議を進めるという予定でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、スポーツ合

宿の誘致について、本市としてはどのように考え

ているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） スポーツ合宿の誘致につ

いてということでございますが、本市のアクセス

の良さ、それから温泉施設が豊かにあるというこ

とで、そういう地域資源が豊かにありますという

ことでございますので、スポーツを活用した有効

な取り組みと申しますか、本市のスポーツ振興と
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か地域の振興がそういう合宿を通しまして図れる

のではないかというふうに考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、種目を駅伝

にちょっと限らせてもらいますけれども、駅伝を

通したまちおこしに対しての本市の課題について

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 駅伝のまちおこしの本市

の課題ということでございますが、まちづくりの

アプローチとしまして、来年度から取り組んでま

いりたいというふうに思っておりますが、市民の

皆様方に駅伝のまちづくりだよというふうにして

ＰＲをまだしていないというのが現状でございま

すので、その辺を重点的にＰＲしてまいりたいと

いうのが、重点でやっていきたいなというのも一

つはございます。 

  また、練習会場の整備といいますか、そういう

側面的なこともやっていかないと、何でまちづく

りなんだと言われても、何かをサポートしていか

ないとやっていかなければならないというふうに

は思っておりますので、そういうことも重要であ

るというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、日本陸上連

盟の第３種公認競技場についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 第３種公認の陸上競技場

でございますが、大田原市にあるものがその一つ

かと思っております。美原にあるのですね、それ

が陸上競技場です。 

  いろいろの規定がございまして、400ｍトラッ

クのフィールドが、これが全天候型の舗装になっ

ているもの、それから直走路というのが８レーン、

それから曲走路、ちょっと曲がっているところの

部分が６レーン以上、いろいろありまして、棒高

跳びの跳躍場とか砲丸投げのサークル、そういう

ものが各１カ所以上必要だとか、円盤投げとかハ

ンマー投げのサークルが兼用でも２カ所以上とか、

天然芝のフィールドとか、あとは観客席、それは

ある程度相当数必要だというような規定になって

ございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、那須塩原市

陸上競技協会などからの要望についてお伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現時点で、那須塩原市の

陸上競技協会のほうから正式な要望ということは

聞いてございませんが、いろいろな総会とかの場

面で、個人的にはそういうのがあったほうがいい

ですねという話は耳にしております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、現時点で本

市としては県大会以上の大会の開催が可能なのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 駅伝競走に特化した場合

でございますが、県北にあります那須野が原公園

につきましては、県大会以上の大会が可能である

というふうに考えてございます。 

  ただし、陸上競技につきましては、現時点では
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高柳にやるところがあるんですが、ソフトボール

とか、いろんな多目的に使うというところでござ

いますので、県大会以上というレベルにはなかな

か難しいのかなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、スポーツで

まちおこし、駅伝でする際の本市のスポーツ資源

の現状についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 本市の資源ということで

ございますが、１つには中学生、高校生の競技力

の実績といいますか、それがあるかと思います。 

  それから、小学生から一般社会人まで競技環境

の充実ということで、市駅伝の実施等の環境の充

実というのがあるかと思います。 

  それから、小学校、中学校、高等学校の指導者

が充実しているのかなというふうに思っておりま

す。 

  それから、受け入れ態勢としまして、やはり宿

泊施設等がありますので、そういうことで充実し

ているのかなというふうに思っております。板室

とか塩原とか、あとはビジネスホテル等も結構あ

りますので、そういうことで宿泊施設も充実して

いるというふうに思っております。 

  それから、新幹線とか高速道路を利用した場合

には、やはりアクセスのよさというのがございま

す。並びに、塩原地区の夏場の練習の場合には若

干標高が高いものですから、高冷地の気候に合っ

た、そういうのも一つの資源なのかなというふう

に感じております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） つけ加えれば、ゴルフ

場もありますものね、クロスカントリーの練習も

十分できますから、そういった意味では資源はも

う十分に足りているということですね。それは十

分に理解をするところです。 

  また、地元中学校、高等学校の駅伝部に対して

の本市のサポート等についての取り組みについて

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） １つには、もう既に烏ケ

森のところで練習をしているというのがあるかと

思います。アップダウンのところですね、そこで

やっているのがあると思います。 

  今後、練習の環境づくりと申しますか、ゴルフ

場と現在協議をしているというところでございま

す。ゴルフ場のほうでプレーをしていないとかと

いうような時期もありますので、そういうときに

中学生とか高校生を、市内に５つぐらいのゴルフ

場があるんですが、一番北部のほうのゴルフ場の

ほうと現在その協議をしていまして、ある程度練

習は可能であるような回答を今いただいているも

のですから、今後詳細に詰めていって、高校生と

か中学生の練習の会場の場として提供できればサ

ポートしていけるのかなというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） スポーツでまちおこし

については、数々の議員が種目を変えながら質問

をしています。まさしく本市のポテンシャルの高

さでもあります。 

  そこで、全国的には合宿に当たっては助成制度

に取り組んでいる自治体もありますが、本市の考

えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 他の自治体では、合宿に

対して１人1,000円とか宿泊代の半分とか上限が

20万とか、そういうふうにして補助を出して合宿

の誘致に取り組んでいるという実績があるのは確

かでございます。 

  先ほど申しましたように、駅伝のまちづくりと

いう中で、あとはいろんなスポーツの合宿の誘致

ということで呼んでくる際に、いろいろ今後研究

をさせていただきたいなというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 例えば、東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会のスポンサーには

種類があります。ワールドワイドオリンピックパ

ートナー12社を頂点に、ゴールドパートナー15社、

オフィシャルパートナー24社、そして、東京2020

組織委員会と契約する日本国内のスポンサー、オ

フィシャルサポーターです。そこで企業は資金を

提供して運営をサポートするかわりに、間接的利

益を受けられます。 

  そこで、本市のスポンサー獲得は何を目指すの

か、大会運営費の調達なのか、選手強化費の拡充

なのか、目指す大会のムーブメントの拡大なのか、

本市の現時点でのスポンサーに対してのイメージ

向上や宣伝効果など、費用対効果をどのように掌

握しているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 大会運営に対します運営

費の調達という一つの考え方はあると思います。

基本的にはスポーツイベント等を通しまして、ス

ポーツを通じた交流とか競技力の向上、それから、

市民スポーツへの関心度の向上を図ることが一つ

の目的なのかなというふうに思っております。 

  現時点で、スポンサーについての何と申します

か、イメージの向上とか、それから費用対効果に

ついては、まだちょっと掌握はしていないという

ところでございますので、今後研究していきたい

というふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 逆に、部長、自分がス

ポンサーになったらということを考えてもらえれ

ば、結果はおのずと出てくると思うんですよね。

ハーフマラソンのときにお金はいただいていると

思うんですけれども、あのぐらいのやつじゃ、全

然これから先集まりませんよ。そういう小さい話

じゃなくて、そこはしっかり研究していただきた

いと思います。 

  スポーツでまちおこしに取り組む場合の費用に

ついては、スポンサーに支えてもらったり、クラ

ウドファンディング、シェアリングエコノミー、

ネーミングライツなど、積極的に取り組んでもら

えば費用の面は幾らかでもクリアできると思いま

す。ぜひ調査研究を進めてもらいたく強く要望い

たしますが、だとすると、こういうような業務は

どの部署が担当するのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 今おっしゃられたような

事業につきましては、スポーツ振興課を所管する

スポーツ振興課だけではなかなか難しいのかなと

いうふうに思っております。関係課と連携をとり

ながら実施可能な組織がどういうものであるか、

今のところでありますが、調査研究してまいりた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 部長、それでは2020年
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にオリンピック・パラリンピック、そしてその２

年後に国体が開催されることは、もう紛れもない

事実でございます。ぜひ本市の未来へのプランの

徹底分析をしていただき、スポーツでまちおこし

（駅伝）などの取り組みは、ぜひシティプロモー

ション課と連携していただきたく強く要望します

が、本市の考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 櫻田議員からいろいろなご提

言をいただいているところでありますけれども、

確かに教育委員会のスポーツを担当しております

スポーツ振興課だけでは、やはり将来的な形での

そういった取り組みは難しいであろうということ

で、全庁的な形でこういったものについては研究

をしていくということが必要であろうというふう

に思いますので、今後そういった中で、組織横断

的な形で、こういった課題については取り組ませ

ていただきたいなというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 私が議員になったとき

に、数々の企画部長と話をしてきました。考えて

いないと言われて、心が折れたこともあります。

生涯１スポーツから、本市としてはやっぱりスポ

ーツビジネスに少し考えをいただいていることが

非常にありがたいです。引き続き取り組んでいた

だければと思いますので、どうかよろしくお願い

したいと思います。 

  スポーツ・駅伝でまちおこし、財政が厳しいの

は十分承知をしています。しかし、那須塩原市の

子どもたちの夢の実現に向けた取り組み、未来へ

の投資は絶対に無駄にはならないと確信をしてい

ます。先ほど、教育長からもいただいたように、

子どもたちの夢がかなう上では、間違いなくすば

らしい取り組みになるんではないでしょうか。で

すから、高柳の運動公園に全天候のトラックをつ

くってください。そしてクロスカントリーのコー

スをつくっていただければ、本市は駅伝の聖地に

なることは間違いありません。 

  今まで、東京からの近さを最大限に活用した取

り組みはあったんでしょうか。那須塩原市が東京

から近いことは市民誰もが感じています。もちろ

ん、東京ディズニーランド並びに東京ドームの野

球観戦の日帰りの北限でもあります。大学生は年

間４回から６回のキャンプをすると聞いています。

夏合宿では40日ぐらいすると聞いています。１回

でも２回でも本市でキャンプを張っていただけれ

ば幸いです。そのためには全天候のトラックが最

低限必要です。ぜひ、強く要望いたします。 

  最後に、高柳の運動公園に全天候のトラックを

つくってもらうことを強く要望するわけですが、

陸上競技場になるとソフトボールができません。

すると大野議員に叱られますので、そこでソフト

ボールのグラウンドについても前向きに検討して

いただければ幸いです。本当にお願いばかりです

みません。 

  それでは、駅伝王国、那須塩原市のますますの

発展を期待し、この項の質問を終了します。 

  ３、本市のシティプロモーションの取り組みに

ついて。 

  シティプロモーションとは、「地域を持続的に

発展させるために、地域の魅力を効果的に訴求し、

それにより、人材・物財・資金・情報などの資源

を地域内部で活用可能としていくこと。」（河井

孝仁著「シティプロモーション」より抜粋）と那

須塩原市シティプロモーション指針にも明記され

ています。 

  そこで、本市のシティプロモーションの取り組

みについて、以下の点についてお伺いをいたしま

す。 
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  ⑴本市のシティプロモーションの主な取り組み

についてお伺いをいたします。 

  ⑵本市の移住政策についての取り組みについて

お伺いをします。 

  ⑶那須塩原市の魅力に関するアンケート調査結

果をどのように捉えているのか、所感をお伺いし

ます。 

  ⑷本市の将来像とシティプロモーションで目指

す来年度からのまちづくりの取り組みについてお

伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 櫻田貴久議員の本市のシティ

プロモーションの取り組みについて４点ほど質問

をいただいておりますので、順次お答えを申し上

げます。 

  初めに、⑴のシティプロモーションの主な取り

組みについてお答えをさせていただきます。 

  本市のシティプロモーションについては、那須

塩原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、

市外と市内の２つの方面に対しましてプロモーシ

ョンを行っているところであります。 

  まず、市外に向けては首都圏の若者、子育て世

代、本市出身者を主なターゲットに、本市の魅力

やライフスタイルなどをさまざまな方法でお伝え

し、移住先、Ｕターン先として認知いただけるよ

うな取り組みを進めているところであります。 

  また、市内に向けては「住み続けたいまち」と

して、地元への誇りや愛着心の醸成を目指した取

り組みを進めております。 

  次に、⑵の移住政策の取り組みについてお答え

をいたします。 

  移住促進につきましては、首都圏を中心とした

ＰＲ活動やＳＮＳを活用した情報発信、ＰＲ動画

などの配信などを継続的に実施しますほか、本市

での魅力体験ツアーなどにより、さまざまな形で

交流機会を設けるなどのプロモーションを実施し

ております。 

  次に、⑶の那須塩原市の魅力に関するアンケー

ト調査結果をどのように捉えているかについてお

答えをいたします。 

  アンケート調査の結果では、多くの市民が本市

の四季を彩る豊かな自然や災害の少なさ、新幹線

線や高速道路などの交通の利便性に魅力を感じて

いる一方で、これらの魅力を誰かに推奨する意欲

は低いという状況になっております。このことか

ら、市民が本市の魅力あるさまざまな資源を再認

識し、情報を共有し、市民みずからがその魅力を

発信する仕組みを構築することが課題であると考

えております。 

  最後に、⑷の本市の将来像とシティプロモーシ

ョンで目指す来年度からのまちづくりの取り組み

についてお答えをいたします。 

  本市では、昨年度策定をいたしました那須塩原

市シティプロモーション指針に基づき、「人がつ

ながり、多様な価値観にふれ、新たな魅力を創

造・発信し、魅力が拡散されるまち」の実現を目

指しまして、小山市との連携による新幹線駅を軸

としたプロモーション活動を中心に、引き続き、

本市の認知度の向上とターゲットとの交流促進、

そして転入者の増加に向けた取り組みを進めてま

いります。 

  また、本市が進めるプロモーション活動の主体

でありますなすしおばらファンクラブを中心に、

多くの市民が本市の魅力を再認識するとともに、

本市への愛着を深め、市民みずからがその魅力を

内外に推奨していただけるような取り組みについ

て進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 市長、答弁ありがとう

ございます。 

  それでは、⑴より⑷までは関連をしていますの

で、一括で再質問をさせていただきます。 

  那須塩原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づく市外、市内、２つの方面に対してのプロモ

ーションの具体的な取り組み並びに事業名につい

てお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市外、市内に対するプロ

モーションということでのお尋ねでございます。 

  まず、市外に対しましては小山市との連携とい

うことで、新幹線駅を軸とした連携ＰＲ事業とい

うことで、移住相談会あるいは移住セミナーを実

施するほか、ＳＮＳ等を活用し、本市ともう既に

交流機会を持っている方がいっぱいいらっしゃい

ますので、その方に対して切れ目のない情報発信

というものをしていきたいというふうに考えてお

ります。 

  また、市内の皆様方に関しましては、なすしお

ばらファンクラブの運営事業というものを通しま

して、市民が主体的に企画運営するイベントやセ

ミナーといったものを実施してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは次に、広報な

すしおばらの本市の取り組みについて、改めてお

伺いをいたします。 

  また、内容並びに特色についてもお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 広報なすしおばらについ

てのお尋ねでございますが、まず、広報なすしお

ばらにつきましては、主に市民を対象とした広報

媒体ということで我々は捉えているということで

ございます。 

  そんな中で、内容等についてでございますが、

月に２回発行しているということで、５日号につ

きましては、市の魅力などをフルカラーで情報発

信しているということでございます。また、20日

号につきましては、市のさまざまな情報を検索し

やすい形で情報発信をさせていただいているとい

うことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 市民の皆さん、ぜひ広

報なすしおばらはそういう形で出ていますので、

ご購読よろしくお願いしたいと思います。 

  本市の魅力やライフスタイルなどは、シティプ

ロモーション課としてはどのように捉えているの

かお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 本市の魅力ということで

ございますが、こちらは、先ほど市長が答弁した

とおり、多くの市民の皆さんが感じているという

ようなところで、自然環境の豊かさ、災害の少な

さ、さらには東京圏との交通アクセスのよさなど

から、ゆとりある暮らし、安全な暮らし、利便性

の高い暮らしができるまちであるというふうに考

えております。加えまして、開拓の歴史等々に裏

づけされる文化、風土といったものは他地域にな

い本市の魅力であるというふうに思っておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 改めてお伺いをいたし

ます。本市のシティプロモーションにおいて、目

的ははっきりしているように見えますが、職員並
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びに執行部の皆さんがどのように認識をし、何に

包括すべきか重要だと思うことから、シティプロ

モーション課のかかわりについてお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） シティプロモーション活

動に対するシティプロモーション課のかかわりと

いうことでございますが、まず、シティプロモー

ションはどんな目的で、そのためにどんなことを

いつ誰がやるのかといったことについて、昨年度、

シティプロモーション指針という形で取りまとめ

をさせていただきました。それまではいまいちシ

ティプロモーションに対する概念とか、それを誰

がやっていくのかとか、どういう方法でといった

ところで庁内の認識にも温度差があったというの

が実態でございますが、それをしっかりと共通の

認識がとれるようにまずはしたということでござ

います。 

  その上で、やはりシティプロモーションは何か

と申しますと、総合計画で示したところの本市の

将来像といったものを目指しまして、安全安心で

豊かな生活といったものが送れるように、市とし

て取り組んでいるさまざまな施策がございますの

で、そういうものを内外に的確に伝えて、本市の

まちづくりへの理解の促進を図るとともに、それ

にかかわってくれる人、応援団というものを一人

でもふやしていくということがシティプロモーシ

ョンのあるべき姿なのかなというふうに思ってお

ります。 

  そのような意味におきましては、シティプロモ

ーション活動はシティプロモーション課だけがや

る話じゃなくて、全市を挙げて、全庁挙げて取り

組むべき内容だというふうに私は思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） よく聞く話なんですけ

れども、ビジネスをしたことがない自治体の職員

が責任者になるとどういうことが起こるのか、自

分にとってリスクが少ないコンサルタントや業者

に依頼しがちですが、本市のシティプロモーショ

ンの取り組み方についてはどうなんでしょうか。

そういうことはないですよねというのを踏まえな

がらお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） さまざまなシティプロモ

ーション活動を展開しているわけでございますが、

そこを業者に委託しがちということで、放任的に

なっていないかというようなところのお尋ねだと

思いますが、少しお話をさせていただきますと、

やはり26年度からプロモーション活動というもの

を展開してきているということでございます。そ

んな中で、今まで何種類にもわたるガイドブック

というものをつくっています。あるいは、昨年つ

くったシティプロモーションの戦略もそうです。

さらには、そのちょっと前になりますが、ブラン

ドメッセージがございますよね。こういうものは

職員が汗をかいて、そして市民の皆様とともにつ

くってきたものだということで、すべからく業者

に委託してつくっているんじゃなくて、汗をかく

ところは汗をかいて、しっかりと地について現地

を見ながらプロモーション活動をやっているとい

うことだけはご理解をいただければというふうに

思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 了解をしました。 

  それでは、2018年ＴＵＲＮＳ×tocotocoツアー

が２月17日土曜日から18日に定員20名で行われま

したが、どのような雰囲気でしたか。お伺いをい

たします。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ２月17日に行われました

体験ツアーの話でございますが、これも私直接そ

の場に臨場していないので、担当の者に聞いたお

話でございますが、今回の体験ツアーにつきまし

ては、「ＴＵＲＮＳ」という情報誌、そしてそこ

はホームページもつくっています。「ＴＵＲＮＳ」

という情報誌は二月に一遍、要は発行している情

報誌ですが、やっぱり移住に関する専門誌という

ことで、若い方の購買者というんですかね、購読

者が非常に多い雑誌ということでございます。そ

れでもって募集をかけたツアーだということでご

ざいますので、やはり真剣度が高い皆さんがツア

ーに参加されたというようなお話を聞いています。 

  そんな中で、やはり交流会では先輩の移住者に

対して、相当いろんな部分でのお話を細かく聞い

ていったというようなところがあるというふうに

聞いています。 

  またさらに、まちの散策においては、ここはど

この学校に行くんですかとか、この地点から一番

近いところの商店はどういうところなんですかと

いったところの日常生活に根差した部分について

もしっかりと情報を把握しているということでご

ざいますので、かなり我々としては、その後にも

ちろん情報発信をしていくつもりではいますが、

その後につながったというようなところの感触を

得たというふうに思っているというところでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ちょっと重複する部分

があるんですけれども、じゃ、参加した皆さんか

らの声、どんな声が出ていたか聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 参加者の声を二、三ご紹

介申し上げます。 

  まずは、田舎じみたところだと思っていたが、

店舗も多く、自然の中で不便を感じることはなく

て生活できそうですねというような意見、あるい

は食べ物がおいしいと、これは一つの魅力だ、さ

らには、皆さんの地域のつながりというものを感

じますというような声のほか、東京まで通勤可能

なんだねとか、あるいは東京からあっという間に

自然の多いところに来るといったようなところか

ら、やっぱり東京との近接性というんですか、そ

ういうものを実感されたというような声もあった

というふうに聞いております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 部長、そだねという感

じだね、はい。 

  ３月17日土曜日から18日で行われます、今度は

小山・那須塩原市１泊２日ツアーの現状について

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今後予定の３月17日から

18日にかけての体験ツアーということでございま

すが、こちらにつきましては、昨年12月20日から

募集を開始したというところで、今、20名の定員

に関して30名というようなところで、少し人的整

理をさせてもらったというふうなところでござい

ます。非常に好評だということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 皆さん、「ＴＵＲＮＳ」

知っていますよね、見たことありますよね、もち

ろん。了解しました。 

  それでは、市民誰もが訪れたくなる場づくりに

ついて、本市の所感をお伺いします。 



－233－ 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 誰もが訪れたくなる場所

とはどんなものかということなんだと思いますが、

本市には言うまでもなく、魅力的な観光資源とい

うものが多く存在します。そうは言いながらも、

それだけじゃなくて日々の生活で魅力を感じる場

所やものといったものも負けないくらいあるのか

なというふうに思っています。例えば、歴史的、

文化的な遺産ということで、日本遺産に登録する

ようなところのお話もありますし、あとはおしゃ

れなカフェがあったりとか、おいしい豊かな農産

物があったり、さらには民間の美術館等々もある。

こんなものは、やはり我々にとって日常的なとこ

ろの中での魅力なのかなというふうに思っていま

す。 

  今後は、こういう魅力をなすしおばらファンク

ラブの皆さんたちがさらに再発見してもらったり

磨き上げてもらって、内外に情報発信していただ

くことによって、さらに広げていければいいのか

なというふうに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、食を通して

の本市の魅力を伝える本市の取り組みについても

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 食の魅力を伝える取り組

みということでございますが、こちらにつきまし

ては、先ほど来、議員がおっしゃっているとおり、

４月１日から開催されるデスティネーションキャ

ンペーンにおいて、地元食材とかを活用した企画

が行われますし、また、シティプロモーション事

業の一環としましても、首都圏での交流イベント

や移住体験ツアーなどが行われますので、そうい

うところでは我々の市の那須塩原ブランド品等々

を中心に食の魅力を発信してまいりたいと考えて

おります。 

  また、加えまして、昨年度から実施しておりま

すが、目黒さんま祭りにおいて、昨年は塩原大根

500本を持ってまいりました。今年度も同じよう

な取り組みをやって、那須塩原においしい大根が

あるんだよといったところを全国に発信してまい

りたいなというふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、本市の地域

おこし協力隊の現状についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 本市の地域おこし協力隊

の現状でございますが、現在３名の皆さんに活動

していただいております。１名の方につきまして

はシティプロモーションに関する活動、もう一方

につきましては生涯学習に関する活動、そして最

後のもう一方については自治会の活動、支援とい

うようなところでの活動をお願いしているという

ことでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、本市の移住

支援について、移住制度はどのようなものがある

のかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 移住支援ということでご

ざいますが、本市では住まい・仕事・子育て・教

育などの分野で26の制度といったものを取りそろ

えているということでございます。移住されてく

る方というのは、本人それぞれによってやっぱり

望むものが違うということでございますので、26
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の事業を一覧表にする形で、相手方にも幅広く、

これだけあるんですよということをご提示してい

ますし、今現在３名の移住コーディネーターがお

りますので、その３名のコーディネーターが懇切

丁寧に相手方のニーズに合うところでの説明をし

ているというのが実態でございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、移住を考え

るＵ・Ｉターン希望者にとって重要項目でありま

す仕事について、本市としてはどのように情報発

信をしているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 仕事に対しての情報発信

ということでございますが、こちらにつきまして

は、商工観光課とタイアップしているというよう

なところもございまして、まずは商工観光課所管

の市内企業情報をホームページにおいて紹介して

いるほか、ハローワークからいただく情報をもと

に、国や県の移住情報サイトというものがござい

ますので、そちらのほうに我々のほうの移住コー

ディネーターが随時情報発信をしているというよ

うな実態がございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、そんな中で

潜在的移住希望者のために第一歩を後押しする意

味での本市が行うお試し移住、トライアルステイ

などを計画してみてはどうか、本市の考えをお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 空き家や古民家、そうい

うものを活用したお試し移住については近隣の市

町においてもかなりのところでやっているという

ところは我々も承知しているところでございます

が、本市では、先ほど言ったとおり、各種の移住

イベントを通じてつながっている皆さん、それは

首都圏にいっぱいいらっしゃるそういう方からの

ニーズ把握をしてみたりとか、あとはほかの市町

のやっぱり実態、どれだけ本当に効果を上げてい

るのかといったようなものをまずはちょっと確認

させていただいた上で、その上でやるかやらない

かといったようなところの検討をするということ

でございますので、今の段階ではいつからやると

かというようなことを申し上げる状況にはないと

いうことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、直近のなす

しおばらファンクラブの現状についてお伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ファンクラブの現状とい

うことでございますが、これは一昨日、眞壁議員

さんの質問のときに、会員数は400人を超えるま

でになったというお話をさせていただきましたが、

数字的なところを少し精査させていただいた限り

の中では、２月20日時点で459名のファンクラブ

の会員を獲得できているというようなところでご

ざいます。我々としましては、今、ファンクラブ

のほうでブランドメッセージといったものを磨き

上げる作業といったものを中心に動いていただい

ているというようなところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、なすしおば

らファンクラブの来年度の事業計画についてもお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ファンクラブの来年度の
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事業につきましては、ファンクラブの中にありま

す運営会議というようなところの中で、何をやり

ますかというような議論を現在やっているという

ことでございます。 

  そんな中で、今予定しているのは、先ほど来言

っていますとおり、市内のまち歩きをしながら新

たな魅力を発見して、それを発信してもらうツア

ーの実施、あるいは子育て世代のママさんを対象

とした交流会の開催、こんなものをやっていけれ

ばなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 先ほど来出ていますが、

ブランドメッセージの件についてなんですね、平

成28年第５回定例会で答弁をいただきました。本

市のブランドメッセージの磨き上げの進捗状況に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ブランドメッセージの磨

き上げにつきましては、先ほどちょっとお話しさ

せていただきましたが、現在、なすしおばらファ

ンクラブの会員の皆さんが中心になって、市内に

おいて魅力発見ツアーというのを開催したところ

でございます。 

  今後、複数回のワークショップを重ねる中で、

年度末には新たなブランドメッセージといったも

のの提案をいただく、そんなような予定になって

おります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、今年度のシ

ティプロモーション課の業務内容についての進捗

管理並びに事業達成率についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） シティプロモーション課

の所管業務というものに関しましては、まず移住

定住促進を所管するところのシティプロモーショ

ン係、そして全庁的な情報管理を行う情報管理係、

さらには広報紙の発行や市民の意見聴取などを行

う広報広聴係がありますが、当初予定している事

業計画については全て着手済みとなっているとい

うような状況でございます。 

  また、シティプロモーション課では主として伝

えたい情報をターゲットに対して適切に伝わるよ

う、各係がしっかり連携しながら事業推進を図っ

ているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ２月23日の下野新聞に

掲載されました日新中学区内の生徒や地域の大人

たちが連携し、地域のＰＲ方法などを話し合う日

新サミットが行われました。非常にすばらしい取

り組みでもあります。 

  そこで、このような取り組みの経緯に至ったこ

とについてお伺いをします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ＰＲという部分でありま

すけれども、実はこれは３年ほど前に、特に日新

中学校におきまして、当時、ＳＮＳ等のトラブル

防止のためにということで、教員のほうがいろい

ろな取り組みをしたんですが、やっぱり子どもた

ちが主体的に取り組むべきではないかというよう

なことで働きかけた結果、子どもたち、それから

保護者、そういった方々が集まって、じゃ、どう

すればいいんだというようなことで日新サミット

というのが始まったわけですが、今回は「私たち

でつくる私たちのふるさと」というようなテーマ

で地域を知ろうと、そして地域の良さを外に向か

って発信しよう、ＰＲビデオをつくろうというよ
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うなことで、今年度は日新サミットが取り組んで

いるというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） もう既に、子どもたち

がシティプロモーションなんですよね、もうやっ

ているんですね、きっちり。ですから要は、今後

こういった取り組みをシティプロモーション課が

全市に何らかの形で取り組んでもらいたいと思い

ますが、本市の考えをお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今、議員ご指摘のとおり、

これはまさにシティプロモーション活動を地域が

実践して、みずから考えてやっていただいている

ということでございますので、シティプロモーシ

ョン課といたしましても、何らかの形でやっぱり

かかわってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 僕のイメージでは、皆

さん、サンダーバードを見たことありますよね、

サンダーバードという劇画がありましたね、ＮＨ

Ｋで。サンダーバード２号をイメージしてくださ

い。サンダーバード２号の胴体はシティプロモー

ション課なんですよ。サンダーバード２号はタン

クを積んでいくわけですよね。本市だったら10ぐ

らいのタンクが用意できるわけですよ、担当部局

があるわけです。すると、言われた人にシティプ

ロモーション課がサンダーバード２号になって、

必要なタンクを取りに行く。例えば、サンダーバ

ード４号は海の中で活躍する潜水艦が入っている

わけですよ。特化してくれればいいんですよ。だ

から、サンダーバード２号の本体がシティプロモ

ーション課ということは、シティプロモーション

課が全市を挙げて、そのタンクを掌握してもらい

たい。そういうイメージを持ってもらえればいい

のではないか。だから、何とかイメージわかりま

すよね、そういうイメージなんですよ。 

  シティプロモーションは、本市はまち・ひと・

しごとは全国でも３番目、１番目と言われていま

すけれども、その後は今、地方創生、シティプロ

モーション課とか名前はありますけれども、やっ

ていない自治体は１個もないですよね。しかし、

本市としては馬群にのまれちゃって、先に行って

いたのが、だけれども、ここでもっと、僕はそれ

でもいいと思うんですけれども、特化してもらい

たいんですよ。ですから、シティプロモーション

課に頑張ってもらいたい。シティプロモーション

課には、ぜひサンダーバード２号になってもらっ

て、全庁をまとめてもらって情報発信をしていた

だければいいと思います。シティプロモーション

課のこれからのご活躍をご期待申し上げます。 

  そんなことで、私の市政一般質問を終了します。

ご清聴ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で15番、櫻田貴久議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 議員 
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○議長（君島一郎議員） 次に、23番、金子哲也議

員。 

○２３番（金子哲也議員） 23番、金子哲也です。 

  質問します。 

  １番、小中学校の読書推進について。 

  今、なぜ読書を推進するのか。 

  幼い子どもに親が熱心に絵本の読み聞かせをす

ると、言葉や感情の発達、文脈の理解力や人間関

係の理解力が、そういう経験をしない子と比べて、

格段の相違が出てくると言います。また、小中学

生時代に文学作品や科学の本などに触れる機会を

持つ子どもと、テレビやゲームなどに浸っている

子どもと比べると、人間の生き方の多様性や人間

と社会の現実を見る目が豊かになると言います。

特に最近のように携帯、スマホ、タブレットなど

に振り回されがちな時代には、よほど意識して読

み聞かせや読書の時間を大切にしないと、心の発

達の機会を失ってしまうおそれがあります。また、

人生の指針を見つけ損ねてしまうおそれがありま

す。 

  この問題に対して、行政が、教育・文化の面か

らどう取り組んでいくのか問われることになるの

ではないでしょうか。 

  ⑴小学生、中学生の多感なときに、学校として

はどのように読書推進を行っていますか。 

  ⑵子どもたちに人間としての生きる道を教える

良書を誰が選んでいますか。また、どのように選

んでいますか。 

  ⑶学校と図書館との連携による読書推進は、ど

のようになされていますか。 

  ⑷指定管理を行っている図書館を、市はどのよ

うに指導していますか。 

  お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、１の小中学校

の読書推進につきまして、順次お答えをさせてい

ただきます。 

  初めに、⑴の小学生、中学生の多感なときに、

学校としてどのように読書推進を行っているかに

ついてお答えを申し上げます。 

  本市の読書活動の推進につきましては、子ども

の読書活動推進計画を策定し、家庭、地域、学校

等が連携し、取り組んでいるところでございます。 

  各学校におきましては、学校図書館担当教諭や

図書支援員を中心にしまして、各教科の授業や課

外学習におきまして積極的に学校図書館の活用を

進めるほか、朝の一斉読書活動の実施、推薦図書

コーナーの設置、「図書館だより」の発行、ボラ

ンティアとの連携による読み聞かせの実施など、

児童生徒の読書意欲を引き出す取り組みをこれま

でも行っております。 

  次に、⑵の子どもたちに人間としての生きる道

を教える良書を誰が選んでいるか、また、どのよ

うに選んでいるかについてお答えを申し上げます。 

  子どもたちが読む本については、多くは、さま

ざまな情報をもとに、子ども自身または保護者が

選んでいるものかというふうに思いますが、それ

らの本を選ぶに当たっては、図書館や学校が勧め

るものを選ぶということも少なくはないかと、こ

のように考えております。 

  そのために、図書館におきましては、子どもの

発達段階に応じて推薦図書リストを作成しており

ますし、乳幼児の健康診査や子育てサロンの際に、

リストや読書啓発の資料を配布したり、実際に図

書を展示したりしております。 

  また、各学校におきましては、学年ごとの必読

書や推薦図書を設定しております。中には、小中

一貫教育の取り組みといたしまして、９年間で読
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んでほしい図書を選定し、より読んでもらえるよ

うな環境づくりを進めている中学校区もございま

す。 

  次に、⑶の学校と図書館との連携による読書推

進はどのようになされているかにつきまして、お

答え申し上げます。 

  学校におきましては、図書館協議会、子供の読

書活動推進会議、学校・図書館・ボランティア団

体との連絡会議等に教職員が参加することにより

まして、学校と図書館の連携を図っているところ

であります。 

  また、教育委員会といたしましても、「この本

読んでみて！コンテスト」、「那須塩原っ子図書

館を使った調べる学習コンクール」など、こうい

ったものを開催いたしまして、児童生徒の図書館

の利用拡大を図るなど、学校と図書館の連携によ

る読書推進に努めているところであります。 

  図書館におきましては、小学校を対象に、図書

館の資料を定期的に貸し出す「貸出文庫」事業を

行っております。また、今年度から、小学校１年

生を対象とした「図書館利用者カード」プレゼン

ト事業を開始をいたしまして、子どもたちが図書

館に足を運ぶ機会の提供に努めているところであ

ります。 

  最後に、⑷の指定管理を行っている図書館を市

はどのように指導をしているかにつきまして、お

答えを申し上げます。 

  那須塩原市図書館指定管理業務仕様書におきま

して、年度当初の事業計画書の提出、四半期ごと

の業務状況の提出及び管理運営に関する協議や意

見交換等の定期的開催をうたっておりまして、こ

れにより、図書館長と市担当との定例会を設け、

指定管理者の報告に対しまして承認、そして指導

を行っているところであります。 

  また、市担当者が定期的に各図書館に足を運び、

指定管理者が行った事業に対しまして、いわゆる

ＰＤＣＡサイクルによる業務改善の指導、展示レ

イアウトの改善指導などの現場指導を行い利用者

サービスの向上を促すとともに、指定管理者から

の提案の実現に向けた協議を行うなど積極的にか

かわっているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 再質問いたします。 

  ９月の一般質問のときに、私は、英語教育も必

要だが、国語教育はさらに重要ではないかという

質問をいたしました。 

  その中で教育長は、「英語教育を通して日本人

や外国人を問わず積極的に人とコミュニケーショ

ンを図る力を育てる」と、また国語については、

「母国としての国語教育の重要性も十分認識して

おり、特に小学校低学年における指導を大切にし

ている」と、また、「特に日本語の美しさ、その

心情をおもんばかるすばらしい言語の一つである

と思う」と答えています。それゆえ、小学校にお

いては音読等を積極的に取り入れて、美しい日本

語を体感する機会をつくるようにしているという

答弁をしてくれていました。まさに理想とすると

ころであります。これ以上の答弁はないと思いま

した。 

  本日は、子どもにとっていかに読書が大切かと

いう面からお尋ねいたします。 

  そもそも国語という言葉は、多分、世界中を探

してもほかにないのではないかと。英語とかフラ

ンス語とか、ドイツ語と、また日本語という呼び

方はあるんですけれども、国語という呼び方は世

界中見当たらないんです。それは長い日本の歴史

の中で、古い時代には日本では話す、聞くだけだ

ったところに、中国から漢字が入ってきて、そし

て本当に長い時間かけてそれを受け入れて、そし
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ゃくして、日本独特の万葉がなやひらがなを生み

出して、本物の日本の言葉をつくり上げてきてい

るんです。世界でも珍しい言語と言っていいと思

います。 

  教育長の言うその美しい日本語を、今、これか

らどうやって引き継いで残していくか、守ってい

くか。これは我々のこの日本の重要な課題である

と、そのことを頭に入れながら質問をしていきま

す。 

  ある人が、最近は教養なき世代が日本のリーダ

ー層の中心になりつつあるというふうなことを言

っています。政治家、財界人に人間的な深みが感

じられない人が多く見られると言うんです。教養

がないと大局観を持てないんだと。大局観を持た

ない人間は、物事の本質を捉えることができない。

対症療法に走って重要な局面で間違った道を選ん

で、市民を不幸にしてしまうと。このことは、私

自身、本当に身につまされる思いでいます。 

  では、教養はいかにして身につけるか。方法は

ただ一つ、とにかく本を読むしかないというんで

す。それは著名な数学者が言っているんです。私

も同感であります。 

  もう、自分は十分教養があると思い込んでいる

人がたくさんいるんです。しかしそれは間違いで、

絶えずさらに教養を身につける努力あるのみだと

思います。 

  そこで読書ですが、我々の年齢では今さら読書

でもと思われがちなんですが、遅過ぎることはな

いでしょう。私は、実は隣の席で玉野議員の読書

をいつも見ていると、いや、すごいなと感心して

いるわけなんです。 

  それはともかくとして、小中学校時代にそれは

身につけることが本当に大切だと思われます。い

かにして子どもたちに読書、しかもよい本を示し

ていけるか、これがきょうの重要な課題なのです。 

  一人でも多くの子どもに私は、一人一人、１冊

の本をつくってあげたい。１冊の本が一生涯離す

ことのできない、忘れられない本、その人の人間

をつくるような、一生心の支えにするような、そ

んな本を見つけさせてあげたい。もちろんそれは

１冊に限ったことではないのですが、少なくとも

１冊は、自分のそばにいつも置いておきたい本を

見つけさせてあげたい。 

  それについてです。どう考えるか。また、それ

には子どもたちにどうすればそういうことができ

るのか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 極めて難しいご質問をい

ただきましたが、自分なりに考えていることをち

ょっとお話しを申し上げたいと思いますが、子ど

もたちにとって本の出会いは、とても私も大切な

ことだというふうに思っています。 

  私自身も振り返ってみますと小さいころ、今で

も記憶に残っているのが、小学生のときに科学の

図鑑を親に買ってもらいまして、それをむさぼり

読み、毎日のようにページをめくって読んでいた。

特に気に入ったところが、宇宙とかロケットの部

分がありまして、その部分が物すごく当時小学生

の私には記憶に残っていて、実は今でも頭の一部

に残っているぐらい、すごくいろんな思いを自分

に与えてくれた本、本というか出会いだったんだ

ろうなと思います。 

  ただ、子どもたちはどんどん成長していきます

ので、その成長する中でいろんな本との出会いが

あるんだろうと思います。特に重要なものは、思

春期に入ったときです。やっぱり自分に向き合う

ときにいろんな考え方ができるためには、それま

でにどういう本を読んでいたのかということは、

とても大きな影響というか、力になるんではない
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のかなというふうに思っています。 

  なかなか特に小学校低学年などは、自分から本

に向かうというその動機づけが難しい、自分では

難しいと。ですので、当然周りにいる大人がいか

にしかけていってやれるかということなんではな

いのかなと思います。 

  その第一歩になるのは、やっぱり３歳ぐらいま

での間に親が、あるいは周りの大人がいかに本を

読んで聞かせてやれるか、いろんな本を与えてや

れるかといったことがその最初のきっかけになる

んではないのかな、そんなふうに思っています。 

  そして、成長する中で一冊の本がすごく影響を

与えるかもしれないし、あるいはその本を書いた

作家の思いというものに触れて、さまざまな考え

方を持っていける、そういったものになるという

意味では、本あるいは作家、そういったものが生

涯において大きな影響を与えることになってくる

んではないのかなと思います。 

  いずれにしましても、繰り返しになりますが、

そういった本の出会いをプロデュースするのは子

どもたちの周りにいる大人と、大人の責任が大き

いと私は思っております。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） いい答弁をいただきま

して、本当にうれしい次第です。 

  きょうは学校教育ということなので、幼児の読

み聞かせは、それも今、教育長のほうから話あり

ましたけれども、それは省きます。 

  私ごとですけれども、私はもう戦前生まれだも

のですから、戦後間もない小学３年生のとき、お

昼休みに毎日のように「宝島」の本を読んでくれ

た先生がいました。それは先生の情熱も本当にす

ばらしかったと思いますが、本当に子どもたちが

おもしろくて、おもしろくて、クラス全員が息を

のんで聞いていたと、もう毎日お昼休みが待ち遠

しかったという思い出があります。また、ある先

生は「蜘蛛の糸」を読んでくれたり、また中学の

先生も、本当に世界の大作の本を一生懸命、今度

は自分でそしゃくして話してくれたりしたのは、

これは一生、今でも心に残って自分の生きる指針

になっているんです。そして、そのことによって

また次の読書につながっていくということで、そ

ういうものを、どうやって子どもたちにそういう

よい本を与えていくか、どうやって子どもたちの

興味を引くものにしていくか、どうやってお気に

入りのその本を見つけるか、これは学校の先生の

リード、先ほども教育長がおっしゃったように、

本当に周りの人のリードが必要だと思われます。 

  しかし、先生も必ずしも読書に向いていない先

生もいるわけで、そういう中でどう子どもたちに

つないでいくか。これは学校に対して、それは教

育委員会が考えていくことではないかと、それが

教育委員会の大きな課題ではないかというふうに

私は思うわけです。 

  読書始めに基本となるような良書を誰が選んで、

そして子どもたちに与えていくのか、それを選ぶ

人はいるのだろうかと、またそういう組織的なも

のがあるのだろうかと。例えば良書選択協議会の

ようなものがあるのだろうかと、それをちょっと

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 児童生徒に限定した話と

いうことで、私のほうでもお答えさせていただき

ますが、学校におきましては、議員先ほど申し上

げましたとおり、やっぱり直接子どもたちと向き

合っている先生方が積極的にさまざまな本の紹介

をするということは、とても大切なことではない

のかなというふうに思っております。折に触れて、
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自分が読んで感銘を受けた本であるとか、あるい

はいろんな考え方をする中で指針になった本など

について、その発達段階に応じて本の紹介をする。

それがかしこまった場でなくて、ごく普通の日常

生活の中でふっと子どもたちの心に入っていく、

そんな機会に良書を子どもたちに紹介できるよう

なふうになってほしいなというふうに願っており

ます。そのためにも、ぜひ先生方にはたくさんや

はり私としても本を読んでもらいたいなというふ

うに思っております。 

  教育委員会がどうしかけるかという話でござい

ますが、少なくとも校長会議などにおきまして、

私も、自分で今こういう本を読んでいます、ある

いはこんな本を読んでとても参考になりましたと

いうことは積極的に校長先生方に紹介しておりま

すので、ある意味校長先生方を少し刺激をしてい

ると。各学校におきましても、その流れで、ぜひ

先生方が本を読む、そういった雰囲気ができるよ

うになってほしいなというふうに願っております。 

  また、良書を、じゃ誰が学校で選定するのかと

いう話でございますが、毎年図書館の充実に向け

まして、各学校におきましては図書の選定を行い

ます。これは単に担当の先生だけではなくて、全

職員が本を実際に手にとって読んでみて、その中

から今年度自分の学校の蔵書に加えたい本という

ものを選んで、それで学校で図書館を整備してい

くというようなことをやっておりますので、ある

意味、各学校におきまして組織的に良書を先生方

の責任で選んでいるというような現状でございま

す。 

  さらにそれを広げた組織があるかというふうに

問われれば、現在のところはそういったものはご

ざいません。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 学校でも私が想像して

いた以上に、例えば朝の一斉読書だとか、いろい

ろの対策で子どもたちにいい本を読んでもらおう

ということで、先日も、これ、ここで見せていい

のかな、読書活動推進計画なんかも出ていまして、

この中にも、子どもたちが１日にどれだけ読むか、

１週間にどれだけ読むかとか、そういうデータも

ちょっと出ていたりして、想像以上に努力してい

るというのが見えてきております。 

  そういう中で、こんなことを考える人もいます。

通信簿に読書という科目をつくったらどうだろう

かと提案している、そういうこともあるんですけ

れども、そんなことはどうでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 通信表につきましては、

教育課程を実施する中で子どもたちが行っている

学習活動についてある一定の評価をして、それを

家庭に連絡するという役目がございますので、議

員がおっしゃるものについては、また別の部分で

生かせるようにしていければいいのかなというふ

うに思っているところです。 

  例えば今回導入しております読書通帳というよ

うなもの、ああいったものは、私も、この間100

冊達成の５名の方が出ましたので表彰式を行いま

したけれども、持ってきてもらいました読書通帳

を見せていただきましたけれども、中に一冊一冊

の感想が全部びっしり書いてあるんですね。これ

は物すごく宝物になりますよねというふうに、そ

の保護者の方に私のほうでお話をさせていただい

たんですが、そういったものも一つの方法ではな

いのかなと、このように思っております。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 通信簿というのはちょ

っとあれだけれども、そういう読書ノートみたい

なものがあれば、すごくまた、それはそれでつな
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がっていくかなという感じがします。 

  読書のスタート時点でまず良書を与えること、

そして、後に自分の生きる指針となるような１冊

の本を見つけさせること、これを一つの目安にし

ていただけたらと思います。これは、私は、もう

全て教育長の肩にかかっているんじゃないかとい

うぐらいに、もう教育長に期待しているところで

あります。この１番、２番はこれで終わりにしま

す。 

  次に、⑶、⑷ですけれども、先ほど学校と図書

館の連携についてはいろいろ答弁がありました。 

  そして、私は、もしかしたら市は、図書館の指

導を余りしていないんじゃないかなという心配が

少しあります。ほとんど指定管理業者に任せっ放

しにしているんじゃないかなと、そういう疑問を

持っています。もしかしたらその業者が、例えば

指定管理業者が５つの市の図書館を管理している

とします。そうしたら、５つの市の図書館がほと

んど同じ図書館になってしまうんではないかとい

う心配があります。那須塩原市の特性がそこに果

たして出てくるんだろうか。 

  これは、黒磯駅前図書館が新しくできるという

ことだし、もっと図書館に行政が力を入れるとい

うか、もっともっと図書館に介入していくという

必要がないんだろうかと思うのですが、お伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 市の図書館の運営に行政

がどのようにかかわっているのか、あるいは今後

どうなのかというようなお尋ねかというふうに思

います。 

  議員の目から見ますと、まだまだ足りないんじ

ゃないかなというふうな印象を持たれているのか

もしれませんが、それぞれの図書館では、それぞ

れの図書館独自のさまざまな取り組みをしており

ますし、子どもたち、最初に答弁しましたような

コンテスト等をやりまして、特色のある活動がそ

れぞれできているんではないのかなと。黒磯図書

館も同じように、西那須野図書館も同じように。

私も時折それぞれおじゃますることがありますが、

それなりの取り組みはしっかりとしていただけて

いるものというふうに思っております。 

  今後に向けてという部分のお尋ねかもしれませ

んが、今後、仮称駅前図書館の整備がこれから予

定されておりますが、今後本市のじゃ図書館をど

ういうふうに運営していくのかということについ

ては、まさに大きなとても重要な課題であるとい

うふうに認識をしております。 

  特に仮称駅前図書館につきましては、新しいコ

ンセプトで整備をしたり、それから西那須野図書

館につきましては、今後庁舎が整備された暁には

今の西那須野支所のスペースに移して、さらに特

色ある図書機能を充実させていきたいという私た

ちの考え方もありますので、そういったものを、

じゃ具体的に運営させていくためには、いきなり

指定管理ということは非常に考えにくいというふ

うに私は考えております。ある一定の期間、運営

が安定するまでの間というのは私ども市のほうが

責任を持って、そのコンセプトをしっかりと出し

て、特色のある、それぞれ市民にとって機能の満

足していただけるような図書館としての運営とい

うものが望ましいのではないのかなというふうに

考えているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） その辺のところは非常

に微妙なんですけれども、指定管理のやり方が悪

いということではないんですけれども、生涯学習

課が担当だと思うんですが、その図書館担当が現

実には何人いて、そしてどのくらいフルに図書館
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にかかわっているのかどうか、その辺のところは

どうなっているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在、生涯学習課の中に

は担当者として２名、係として配置しているとこ

ろであります。その者がいろんな機会に図書館と

連絡をとりながら、図書館の運営についてかかわ

っているような現状でございます。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） ２名の人が多分フルに

かかわっているということでいいのかと思うんで

すけれども。 

  あと、那須塩原市の図書館協議会というのがあ

ると思うんですけれども、それはどのようなこと

になっているんでしょうか。お聞きします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員のお尋ねのものでご

ざいますが、本市の図書館運営についてのさまざ

まなご意見を頂戴する、そういう機関となってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 間もなく新しい図書館

ができるということで、その機能面ということだ

けではなくて、読書の本の中身というか、図書館

の中身まで入り込んで、できるだけレベルの高い

図書館につくり上げていくことを希望して、この

項を終わります。 

  次に、博物館の収蔵庫についてということで質

問します。 

  那須野が原博物館ができて14年になりますが、

毎年少しずつ収蔵品がふえて、最近では、一挙に

美術品の寄贈などもあり、ただでさえ狭くなって

いた収蔵庫がもはや美術品の収蔵庫としてはふさ

わしくない状況になってきています。中には、も

っとよい環境のもとに保存したい美術品も多くあ

ります。これからの市の文化遺産を後世に残すた

めにも、緊急に収蔵庫の増築が必要と思われます。

どのように考えているかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 次に、２の博物館の収蔵

庫につきましてお答えを申し上げます。 

  博物館は、本市の貴重な地域遺産をよりよい状

態を保ちながら保存し、後世に伝えていくことが

使命であると考えております。 

  開館以来、収蔵資料も増加しているのは事実で

ございます。保管スペースも少なくなっていると

いうところでございます。収蔵庫の増設の必要性

は十分認識をしているところでございます。 

  現在、この重点的に収集すべきテーマ、そうい

うものを見きわめながら、収集する資料の基準、

それから安全かつ適切な環境での資料保管の方法

などを検討しながら、準備を進めていきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 収蔵庫の質問をするに

当たって、幾つかの美術館を調べてまいりまし

た。 

  栃木県立美術館は、開館してから10年後に収蔵

庫を600㎡増築していました。それから宇都宮美

術館は平成９年開館ですが、２年後に、平成11年

に400㎡の増築をしています。規模がやや同じぐ

らいのさくらミュージアムは、つい最近200㎡の

増築をして、非常にきれいになってきています。 

  収蔵庫の面積は、宇都宮美術館が1,032㎡、さ

くらミュージアムが618㎡、那須野が原博物館が

274㎡と屋外倉庫ということで191㎡倉庫がありま
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す。470ぐらいになるんですか。そのうち、各美

術館、博物館とも特別収蔵庫というのがあって、

宇都宮美術館が411㎡、さくらミュージアムが91

㎡、那須野が原博物館が56㎡ということになって

いました。宇都宮はちょっと大きな美術館ですけ

れども、那須野が原博物館は少し足りないかなと

いうふうな感じはしますね。 

  博物館、美術館は、作品が年々ふえていくため

に、一定の年月で収蔵庫がいっぱいになって、ふ

やさざるを得ない状況になるわけです。それだけ

歴史資料や美術品がふえることで、うれしい悲鳴

ではあるのですけれども、美術品などそれから歴

史資料などが、ものによっては湿気などを嫌った

り、湿度、温度を調整しないといけないというよ

うなことで、厳重に保管しなければならないもの

がたくさんあるわけです。後世に伝え残すために

も、本当に大切な役目を果たさなければならない

わけです。 

  我が那須野が原博物館も、もはや本当に入れる

余裕がなくなってきました。ときどきそういう美

術品を寄贈した人から、保管に関して苦情が聞か

れます。私のところへも何人か、あれはあれでい

いのかというふうな苦情が来たりもしています。

歴史、科学、芸術の文化遺産を傷めることなく将

来に向けて長期間残すために、やはり早急に収蔵

庫の増築を要望して、この項は終わりにします。 

  次に、３番目、男女共同参画推進について質問

いたします。 

  つい最近の報道でアメリカの映画界でセクハラ

があったと訴えたところが、＃Ｍｅｅ Ｔｏｏと

いう現象が各方面に広がって、話題になっていま

す。社会のいろいろな面で、男女共同参画の問題

は、いまだに解消する気配どころか、ますます表

面化して、複雑化していると言ってもよいと思い

ます。 

  そのような中で、市が男女共同参画についてど

のように考えているかお伺いします。 

  ⑴＃Ｍｅｅ Ｔｏｏに代表されるようなセクシ

ュアルハラスメントについて、市はどう考え、ど

う対処していくかお伺いします。 

  ⑵働く場における管理職登用の男女差について

お伺いいたします。 

  ⑶世界で進んでいるパリテ法やクオータ制につ

いてどう考えているかお伺いします。 

  ⑷ＤＶ問題について市はどう考えていますか。

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 金子哲也議員の男女共同参画

推進についてのご質問にお答えをしてまいります。 

  初めに、⑴のセクシュアルハラスメントについ

ては、市はどう考え、対処していくのかについて

お答えをいたします。 

  本市では、昨年３月に策定をいたしました第３

次那須塩原市男女共同参画行動計画において、

「男女の人権尊重と暴力の根絶」を基本目標の一

つに掲げまして、男女が互いの違いを理解し合い、

個人としての人権が尊重される社会の実現に向け、

各種施策に取り組んでいるところであります。今

後も人権意識の醸成に向け、セクシュアルハラス

メント防止のための啓発に努めてまいりたいと考

えております。 

  次に、⑵の働く場における管理職登用の男女差

についてお答えをいたします。 

  本市の管理職登用に当たりましては、行政サー

ビスの向上を図る観点から、男女、女性を問わず、

その意欲あるいは能力、実績に基づき、適材適所

の配置に努めていくことを基本としております。 

  なお、男女共同参画行動計画におきまして、女

性職員の方針決定過程への参画を推進をしており、
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平成26年度から女性管理職の人材育成を目的とし

て、毎年、自治大学校の管理職要請研修に主査以

上の女性職員１名を派遣をしております。 

  次に、⑶の世界で進んでいるパリテ法やクオー

タ制についてどう考えるかについてお答えをいた

します。 

  男女共同参画行動計画では、審議会等における

女性委員の割合の目標値を40％と定め、その達成

に向けて取り組んでいるところであります。クオ

ータ制などについては、一定の比率で男女を割り

当てる仕組みであり、現計画における目標値の達

成状況等を見きわめながら今後の研究課題とさせ

ていただきます。 

  最後に、⑷のＤＶ問題について市はどう考える

かについてお答えをいたします。 

  ＤＶは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害で

あり、絶対に許されるものではありません。男女

共同参画行動計画では、「男女間のあらゆる暴力

の根絶」を施策に掲げ、暴力の防止や被害者の相

談体制の充実及び自立に向けての支援などに取り

組んでいるところであります。 

  今後も、ＤＶ問題に対する市民の正しい理解を

促すとともに、ＤＶ被害者の人権と安全を確保し

ながら、関係機関との連携によりＤＶ防止に向け

た各種施策に取り組んでまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 先日の新聞によると、

＃Ｍｅ Ｔｏｏに関するアンケート調査がありま

した。盛んにあちこちの新聞でこの＃Ｍｅ Ｔｏ

ｏというのを記事にして、今までにこういう女性

からの、何というんでしょう、思い切った発言と

いうのがなかったところに、しかもハリウッドの

映画界から出てきたということで脚光を浴びたわ

けなんですけれども、そのアンケート調査による

と、「日本社会はセクハラなどの性被害について

声を上げやすい社会だと思いますか」という問い

かけに対して、「上げにくい社会だ」という答え

が91％でした。そして、この「＃Ｍｅ Ｔｏｏと

いうように声を上げる動きをどういうふうに思い

ましたか」という問いに対しては、87％が「共感

する」という答えだったそうです。 

  また一方で、声を上げることによって会社など

で別の被害につながっていくということを言って

いる人もいて、そしてまた、声を上げても適切な

対応が期待できないということも言っています。 

  セクハラ問題は、病院、医療関係、それから映

画、芸能関係、それから教育実習などでさえも、

いろいろな形で起きているというふうに報じてい

ました。ほとんどの場合が被害が女性につながっ

ているんですね。 

  性被害についてもっとオープンに話せるような

社会にしていきたいと、社会全体で被害者を支え

ようという環境を育てていきたいと、そういう被

害があれば、泣き寝入りではなくて告白しやすい

環境づくりをしていきたいと。それについて市は

どう社会に向けて対応していくか、どうアクショ

ンを起こして、そしてそういう指導をしていくか

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） セクハラに対する防止と

いうようなところでのお話だと思いますので、私

ども企画部のほうでお答えさせていただきたいと

思います。 

  当然のことながら、大きな社会問題となってい

るということは我々も承知しているところでござ

います。そんな中で我々としましては、タイミン

グを見計らいながら、セクハラの抑止あるいは防

止に向けた啓発を行っているというのが実態でご



－246－ 

ざいます。 

  具体的に申しますと、年に１回女性に対する暴

力をなくす運動期間というのがございます。こち

らは金子議員も重々ご承知だと思いますが、そう

いうところを捉えながら、「みいな」による啓発、

あるいは市の広報紙による啓発、さらにはホーム

ページによる啓発、そんなところで防止に向けた

機運というものの醸成を図っているということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 先日東京へ行って、東

京で電車に乗ろうとしましたら、目の前にとまっ

た車両が女性専用でした。それで、じゃ、隣の車

両と思ったら、隣の車両も女性専用なんです。何

と女性専用車が２両も連結されていたんです。東

京はこんなにセクハラに用心しなくてはならない

のかなと思って、ちょっとびっくりしたわけなん

ですけれども、しかしそれが現実なのかなと、そ

して、それが対策の一つなのかなというふうに納

得せざるを得なかったわけなんですけれども。 

  そういう中で、こういうものが起きたときにど

こに相談に行けばよいか、そして誰に相談すれば

いいんだろうかと、そして、もしそういう相談す

るところがあるとしたら、それは市民に周知させ

なくてもいいのかなというふうな疑問が起きまし

たけれども、その辺のところをお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） セクハラに対するお答え

ということで……。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○企画部長（藤田輝夫） よろしいですか。はい。 

  そうしますと、ちょっと今までの経過をお話し

させていただきますと、対外的にセクハラについ

て私どものほうに個別でご相談があったという事

例はないというのが実態でございます。 

  そんな中で、実際にご相談があった場合は、

我々以上にしっかり体制ができていて、専門的な

方もいらっしゃるというところの中で、一般的に

差し向けるというようなところとして考えられる

のは、とちぎ男女共同参画センターというものが

まず一つございます。あとは、もう一つ、職場に

おけるセクシュアルハラスメントといった場合に

は、栃木労働局の中に総合労働相談コーナーとい

うものが設けてありますので、そういうところを

ご紹介するような形になるのかなというふうに思

っております。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） やはり、そういう相談

したくてもできないというケースが非常に多いの

ではないかなと、やっぱり声を上げられる環境、

相談できる環境というものをやっぱり周りでつく

っていかなくてはならないかなと。今、そういう

セクハラとかそういうのは一向に減る様子がなく、

逆にふえていっているんじゃないかなという様相

ですので、ぜひそういうことも行政のほうでも考

えていってもらえればと思います。 

  わざわざ宇都宮の県の男女共同参画センターま

で出向いていくというのはなかなか大変なことか

なと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

  それで、２番のほうに入ります。 

  ⑵新聞の＃Ｍｅｅ Ｔｏｏ特集では、メディア

業界がもっと声を上げることが、ほかの業界にも

その動きが広がるきっかけができると。非常に影

響が大きいわけです。ところが、また、日本のメ

ディア界は男性中心で、例えばテレビ局の場合、

制作や報道などの主要部門の上級管理職には女性

はほとんどいないというのは問題なのだそうです。 

  そこで管理職登用の男女差ですが、政策や行政

指針を決めるその重要な位置に女性がいないこと
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が大きな問題になってくるわけです。日本はなぜ

こんなに男女差があるんだろうかと。余りそれに

ついて気にしていない、気づいていない、そうい

う人がというか、そういうことが多いです。ほと

んど当たり前みたいにしか感じていないんです。 

  ちょっとデータを見ますと、日本の国会議員に

占める女性の割合は、2016年のデータですけれど

も、世界で156番目なんです。そして、もうこれ

はアフリカとか、ほかのアジアの諸国にもう完全

に負けているんです。そしてまた、管理職に占め

る女性の割合が、アメリカは43％、フランスは

39％、イギリスは36％、ノルウェーが34.5％に対

して、日本は11.9％なんです。 

  また、栃木県内の市役所それから町役場におけ

る管理職を比べてみると、昨年４月のデータです、

県内25市町の中で、市貝町が27.3％、那須烏山市

が23.9％、那珂川町が23.8％、小山市が23.4％な

んです。そして県平均がどのくらいかというと、

県平均が11.8％なんです。これに対して那須塩原

市は、何と6.2％の18番目なんです。そして小山

市は、来年までに女性管理職の割合を24％にする

というふうに想定しています。 

  那須塩原市は、これについてどう考えているで

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今、特に県内の自治体の

女性の管理職に占める割合ということで、６％強

ということでございますが、もちろん最初の答弁

にもありましたように、本市としては、やはり市

民サービスというものを最優先に考えております。 

  そういった中で、例えば50歳以上の市の職員で

見てみますと、特に管理職になってくる年齢でご

ざいますが、約７対３で男が７割、女が３割的な

男女比になっております。そういった中で、やは

り本人の能力であるとか、そういったものを優先

に考えながら管理職として登用しているわけでご

ざいますので、確かに6.数％ということで、本庁

機能で見ますとそういう数字になっております。

ただし課長補佐以上、今年度末での現時点での職

員数でいきますと、本市においては女性が20％強

になるという、現実的には課長補佐等も含めれば

そういう数字にあります。 

  特に課長補佐の割合でいきますと、相当高い割

合で女性が管理職になってきているということも

ございますので、確かに低いという部分は認識は

しておりますが、どうしても採用当時の男女比と

いうのが多少なりとも影響出ていると思いますの

で、今後将来的には、個人の資質というものを最

優先にしながら、ある程度その差は埋まってくる、

全体的なバランスは上がってくるのかなというふ

うには認識しております。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） そういうことで、来年、

再来年、さらに先々もしかしたら期待ができるの

かなと。 

  そして、やはり能力。能力、能力と言うんです

けれども、やっぱり単に能力だけじゃなくて、や

はり町のその指針を決める、そういうところに女

性がいないということは本当に不平等だというふ

うに思いますので、単に能力だけじゃなくて、仮

に１階級下の人でもそういうところへ女性を参加

させるぐらいの、そういう意気込みで考えてもら

いたいと。 

  そして、この管理職の目標値というのは、この

管理職だけ目標値がないんですね。これはどうい

うことなのかちょっとお聞きしたいと思います。

ほかのところはみんな目標値を決めて、先ほども

審議会は40％を目標だというふうにおっしゃって

いたけれども、管理職に関しては目標もない。こ
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れはやはりある程度目標を、目標を必ずしも達成、

もちろん目標だから達成できないかもしれないけ

れども、目標ぐらいやはりつくってもらいたいと。

ほかの市ではそういうものがどんどん出てきてい

ますから。その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 管理職の登用の男女比の割合

ということでございますけれども、目標値の設定

を行っているわけではございませんけれども、や

はり男女一人一人の職員の資質、そういったもの

がやはり大きなウエートを占めてくるということ

でございますので、ある程度、現在お話がござい

ました6.数％で低いよというお話をいただいてい

るところでありますけれども、今後もやはりこう

いった割合を私どもとしてはアップできるような

形で対応を図っていきたいと思いますし、いろい

ろな形で研究をさせていただきながら、数値目標、

そういったものの設定にも向けて研究をさせてい

ただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） ぜひ目標値は目標値と

して掲げてもらいたいと思います。 

  ここで、３番目の質問の中でパリテ法と、それ

からクオータ制について聞いているんですけれど

も、パリテ法はフランスで1999年に憲法を、憲法

まで改正しているんです。第３条に、法律は選挙

によって選出される議員職と公職への女性と男性

の平等のアクセスを助長するんだと明記して、そ

して当選者の数が男女同数になるようにせよとい

う条項を入れているんです。 

  またクオータ制では、国民構成を反映した政治

が行われるように、地方議員、政治家、審議会、

各委員の人数を制度として割り当てるんだと。こ

れは必ずしも50％ということじゃなくて、40、60

になったり、最低30は入れるんだというふうにな

たり、各国いろいろのやり方をやっているんです

が、ノルウェー、デンマーク、スウェーデンなど

北欧から始まって世界中の多くの国が、もう120

カ国以上がこのクオータ制を取り入れているんで

す。 

  ちなみに、先日とちぎつばさの会が、去年フィ

ンランドへ視察に行きました。それで、ヘルシン

キ市議会は議員が85名いるんです。その中で男性

は43名、女性が42名なんですよ。なるほど、５分

５分なのかというのはびっくりしました。 

  日本はそのような世界の趨勢に非常におくれを

とっています。アジアもアフリカ諸国もどんどん

クオータ制を取り入れているんです。何年か前に

私、そのこともこの一般質問でやったことはある

んですけれども、ずっとその国の名前を読んでい

ったら、百何十か国目に日本が出てきたんですね。 

  そんなことで、また徳島県の三好市では、この

クオータ制を取り上げようということで、特区を

つくるということで国のほうへ申請をしました。 

  今や、このことを一人一人が本当に認識してい

いかなければならないことかなというふうに思っ

ていますので、特に議員も、それから執行部の皆

さんも、このことはよく頭に入れてもらえればあ

りがたいなというふうに考えます。 

  それで、次に、ＤＶのほうに移ります。４番で

すか。 

  市では第３次男女共同参画行動計画、この中で、

配偶者などからの暴力防止、被害者の安全確保及

び自立支援等の施策を総合的かつ一体的に取り組

むとあります。そして緊急時避難支援として、さ

まざまなケースに対応できるように支援を強化す

るんだと。また、ＤＶ被害者を支援する人の安全

対策も図るんだとあります。 

  ＤＶが本当に多発する中で、このような支援や
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保護の実例があるのでしょうか。また、緊急避難、

医療助成、住宅入居助成、自立支援などとも書い

てありますけれども、そういうことの実例はある

んでしょうか。もし相談件数とか避難件数をつか

んでいたら、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 直接的なＤＶの相

談の対応ということですので、所管しております

子ども未来部のほうから答弁させていただきます。 

  相談件数というところですので、今までの推移

ということでまず述べさせていただければと思う

んですが、平成28年度、昨年度が全体的な相談と

いうのは69件で、そのうちＤＶと思われるものと

いうことで46件、今年度につきましては、全体的

な相談件数、これは１月末現在なんですが58件、

そのうちＤＶが絡んでいるというところが37件と

いうところです。この件数としましては、横ばい

から若干減少ぎみだという流れではございますが、

いわゆる相談回数、お一人に関して何回も何回も

いろんな状況に応じてご相談に応じていますので、

延べの件数としてはやはり伸びてきております。 

  それから、実際にどういう支援を行うかという

実例があればということでございますけれども、

やはり先ほど議員のほうからお話があったような、

当然被害に遭われた方の安全の確保、それから相

談に携わります職員の安全の確保の面もございま

すので、具体的な実例ということはこの場ではち

ょっと答弁は控えさせていただきたいと思います

けれども、本当にいろいろな状況がありますので、

必ずしもこういうことで対応するよということで

はなくて、当然県の機関とか民間の機関等々、そ

れから那須塩原市におきましても、経済的なもの

でしたら社会福祉の部門とか、そういうところと

連携を図りながら、お一人、お一人のケースに対

応しているというのが実情でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） なかなか、これは非常

に秘密のうちに行われなければならないものです

から、余り実情を発表というのは難しいのかもし

れないけれども、実際にＤＶで逃げてきたという

か、逃れてきた、そして飛び込んできた、そうい

う実例があるかどうかをお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ＤＶだということ

で実際に逃げていらっしゃったという方はござい

ます、はい。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 結構このＤＶがだんだ

んおさまるかと思いきや、逆にふえているという

実情があると思うんです。 

  それで、そういう中で、今、栃木県の県央にウ

イメンズハウスという民間のやっぱりシェルター

団体があります。それから県南にサバイバルネッ

ト・ライフが、やはりシェルターとして活動して

おります。ただ県北にはそれがないんです。やは

り県北、那須塩原市ですね、県北では。ぜひ安心

して相談ができるところ、しかもＤＶで逃れてき

た人が飛び込んできても受け入れられるような、

そういうシェルターをぜひこの那須塩原市にも、

今すぐというわけにはいかないでしょうけれども、

そういう拠点をつくるという方向でぜひ那須塩原

市も進んでもらいたいと思うのですが、それにつ

いてどう考えるでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 議員おっしゃると

おり、県北にはいわゆるシェルターと呼ばれる民
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間の施設はございません。 

  そういうものを検討してはどうかというご提案

でございますが、現状の中では、例えばほかの市

外からいわゆる逃げてきたということで助けを求

めてきた方に対しても、本市の相談の中で対応し

ておりますし、あとは、もう緊急時には警察等々

との連携も図っておりますので、今、持っており

ますいろいろな連携の中でまずはやっていきたい

なと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 危険なことに対しては

警察も頼りになるんですけれども、危険性がない

という判断をされると、もう警察も面倒を見てく

れないというようなこともあるわけです。本当に

ＤＶ問題はなかなか見えづらいところで起きてい

るので、相談や支援が非常に難しいんです。そし

て非常に深刻な問題となってきているし、また、

時には生命の危険も伴うような難問題もあります。

ぜひ県北にも安心して頼れるシェルターの拠点を

１年後、２年後、もしくは３年後にはできるよう

な、そういう行政からのアプローチをしてもらえ

ればと思います。 

  形だけの取り組みに終わらないように、ぜひ執

行部も、それから議員も一緒になって考えていけ

ばいいと思うんです。 

  必ずしも現場は行政がやるのではなくて、例え

ば現在でも子どもシェルターを運営しているグル

ープでＮＰＯのキッズシェルターというのがある

んですけれども、その民間グループの大人版を立

ち上げるというような、ぜひこの那須塩原市にも

そういう環境づくりを時間をかけて市は考えてい

ってもらえればと思うのですが、これで私の質問

は終わります。 

○議長（君島一郎議員） 以上で23番、金子哲也議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 田 村 正 宏 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、３番、田村正宏議

員。 

○３番（田村正宏議員） 議席番号３番、公明クラ

ブ、田村正宏。 

  通告に従いまして、一般質問をさせていただき

ます。 

  １、子どもの貧困と機会格差の解消について。 

  昨年発表された最新の子どもの貧困率、相対的

貧困率は13.9％と、３年前の前回データに比べ

2.4％改善をしました。アベノミクスによる雇用

の改善や最低賃金の引き上げなどに起因をするも

ので、減少は12年ぶりだそうです。しかし、依然

としてＯＥＣＤ、経済協力開発機構、加盟35カ国

の平均値を上回っており、特にひとり親世帯のこ

どもの貧困率は50.8％と過半数を占めるなど、深

刻な状況に変わりはありません。 

  「誰一人取り残さない」を理念に国連加盟国

192カ国の総意により採択された2030年までの達

成を目指す持続可能な開発目標、ＳＤＧｓ。そこ

に掲げられた17の目標は、１番から順に「貧困を

なくそう」、「飢餓をゼロに」、「すべての人に

健康と福祉を」、「質の高い教育をみんなに」と
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なっており、子どもの貧困と機会格差の解消に絡

む項目が４番までを占めています。また、国際条

約である子どもの権利条約には、「全ての子ども

は、公平・公正な支援を受ける権利を有している」

とうたわれています。 

  近年、社会構造の変化により、格差の拡大は世

界的な課題となっていますが、子どもの貧困を放

置することは、世代間連鎖を誘発するだけではな

く、国全体での所得の減少、税・社会保険料収入

の減少、社会保障給付の増加といった社会的損失

を招くとともに、社会の停滞や人的資源の不足な

ど持続的成長に大きな影響を与えるでしょう。そ

ういった意味で、子どもの貧困対策は、国の将来

を見据えた未来への投資であるとの発想に立つ必

要があります。また、自治体によっても機会格差

があると思います。 

  そこで、当市としての現状と課題を共有し、市

民の福祉向上のために以下の事柄について伺いま

す。 

  ⑴当市における相対的貧困とされる子どもの実

態について。 

  ⑵就学援助等の公的サポートについて。 

  ⑶子ども食堂等の民間サポートについて。 

  ⑷新たな税財源の確保について。 

  ⑸いじめ対策について。 

  ⑹給食無償化について。 

  ⑺放課後児童クラブの待機児童について。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 田村正宏議員の子どもの貧困

と機会格差の解消についてのご質問に順次お答え

を申し上げます。 

  初めに、⑴になりますが、当市における相対的

貧困とされる子どもの実態についてお答えをいた

します。 

  本市では、現在のところ子どもの貧困に関して

の調査やアンケートは行っていないため、確かな

数字は持っておりませんが、経済的な理由によっ

てお子さんを小中学校へ就学させることが困難な

家庭に対し、費用の一部を市が援助する就学援助

制度の認定人数が毎年増加しているという状況に

ございます。 

  次に、⑵の就学援助等の公的サポートについて

お答えをいたします。 

  本市では、子どもへの貧困対策として、先ほど

お答えをいたしました就学援助のほか、要支援児

童放課後応援事業、学習支援事業等を行っており

ます。 

  就学援助につきましては、これまでの交付費目

に加えて、今年度から、次年度に小学校及び中学

校に入学する児童生徒の保護者に対し、新入学用

品費を入学前に交付する新入学準備金の交付制度

を開始したところであります。 

  要支援児童放課後応援事業につきましては、家

庭での養育が困難な状況にある児童生徒を対象に、

放課後、市内２カ所で、大人との触れ合いや交流

等を図りながら、居場所の提供や学習支援などを

行っております。 

  学習支援事業につきましては、生活保護世帯及

び準要保護世帯の中学生を対象に、市内10カ所の

公民館で学習支援員のもと学習支援を行っており

ます。 

  次に、⑶の子ども食堂等への民間サポートにつ

いてお答えをいたします。 

  市内には貧困世帯等を対象に食事の提供や居場

所づくりを行う、いわゆる子ども食堂を行ってい

る団体も幾つかございます。 

  市といたしましては、財政的な支援は行っては
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おりませんが、はじめてのふるさとごはん事業の

中で、子育て応援米を寄附する旨の意思表示があ

った方の分について、子ども食堂の運営の一助と

して活用をしていただいているところであります。 

  また、団体間での情報交換を行える仕組みをつ

くることや、情報の提供を行うなど、団体の自主

的な活動のサポートをしていきたいと考えており

ます。 

  次に、⑷の新たな税財源の確保についてお答え

をいたします。 

  子どもの貧困対策のために、税財源を確保する

ことは重要であると認識をしているところではあ

りますが、市といたしまして、新たに法定外目的

税を整備をする考えは現在のところございません。 

  次に、⑸のいじめ対策についてお答えをいたし

ます。 

  いじめは、どの集団にも、どの学校にも、どの

児童生徒にも起こり得る可能性がある、最も身近

で深刻な人権侵害であるという考えのもと、本市

では、平成27年３月に策定をいたしました「那須

塩原市いじめ防止基本方針」及び、各学校が定め

ました「学校いじめ防止基本方針」に基づき対策

を進めているところであります。 

  次に、⑹の給食無償化についてお答えをいたし

ます。 

  経済的理由により就学困難な児童生徒に対する

給食費につきましては、先ほどお答えをしました

就学援助により全額が交付されることから、無償

となっております。 

  最後に、⑺の放課後児童クラブの待機児童につ

いてお答えをいたします。 

  放課後児童健全育成事業における待機児童数に

ついては、５月１日時点と10月１日時点の年２回

調査を実施しております。 

  今年度については、５月１日時点で７人、10月

１日時点で４人となっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） １と２は関連をしており

ますので、一括して再質問を幾つかさせていただ

きます。 

  今、ご答弁で、特に調査とかアンケート等はし

ていませんので確かな数字はありませんというお

話ではありましたが、さまざまな客観的なデータ、

これを検証もしくは精査する中で、ある程度その

実態を把握することは可能だと思います。 

  そこで、まず、本市の直近の児童扶養手当の受

給者数と人口に対する比率をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 児童扶養手当を受

給している、いわゆる受給者というところになり

ますので、保護者という形になります。 

  先ほど議員のほうで客観的な比較ができるデー

タがないかというお話でしたので、ひとり親とい

う視点からのご質問かなと思うんですけれども、

県で統計をとっている直近が昨年の12月末という

数字でございます。児童扶養手当を受給している

人数としましては1,220世帯になります。全てが

ひとり親とか、そういうことではございません。

当然死別とか、いろいろなその他の理由も含んだ

ところの数字でございますが、1,220人というも

のでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 那須塩原市内の直近の児

童扶養手当の受給世帯、受給している保護者が

1,220人ということで、人口が約12万人ですから、

比率でいうと１％程度かなというところですけれ

ども、昨年の９月のときに一般質問で佐藤一則議
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員が同様の質問をされておりまして、そのときの

答弁で、平成27年度、平成28年度は平均して

1,200名程度、29年３月末は1,253人というご答弁

がありました。ということであれば、ここ四、五

年ぐらいは1,200人内外でほとんど横ばいの数字

で推移しているというふうに理解ができるんだと

思います。 

  私、冒頭、相対的貧困率、これが３年前のデー

タと比べて改善をしたという話をしましたけれど

も、やはり同じようにこの児童扶養手当の全国の

データを見ると、これも昨年の末に文科省から詳

細なデータが発表されていますが、それによると、

児童扶養手当の全国の受給者数も平成24年をピー

クに減少しています。平成24年末が108万3,317人、

これが３年後、平成27年末、ここは103万7,645と

いう数字になっているので、約５万人減少してい

るんです。人口比でいうと、これは日本全体の人

口になりますけれども、0.86から0.83ということ

で、これは横ばいというか、微減というような状

況が全国の状況です。だから全国の数字に比べる

と那須塩原市は１％ですので、かなり多いという

のがこの数字から見てとることができます。 

  そこで、次に、本市における就学援助の受給対

象者となる要保護・準要保護の児童生徒数をお伺

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 要保護・準要保護の児童

生徒数ということでございます。平成29年度現在、

30年２月８日時点の数字を申し上げますが、要保

護は28名、準要保護は981名、合わせまして1,009

人でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 直近で1,009名という今、

お答えがありました。 

  子どもの貧困を把握するための目安とされてい

るんです、この就学援助の数は。ほぼほぼ冒頭言

った相対的貧困率、これとパラレルというか、ほ

とんど同じ数字がずっと推移しているのが就学援

助の数字です。これもやはり昨年、佐藤一則議員

が同じ質問をされていまして、そのときに、平成

26年は792人というお答えがありました。それと

今の数字をつけ合わせると、平成26年が792人、

今答えていただいた数字が1,009人、だからほぼ

800人から1,000人までふえているんです。これは

微増というレベルではない、激増しているんです。 

  就学援助に関しましても、先ほど申し上げた文

科省のデータによれば、これは23年度にピークア

ウトをしているんです。23年度が156万7,831人、

これが平成27年度146万6,134人、10万人減ってい

るんです。比率でいうと15.96から15.23です。こ

れの分母は直接の対象者、公立の小中学校に通っ

ている子どもたちに対して就学援助を受けている

人が何人いますかというデータなので、かなり実

態に即しているというか正確な数字なんですが、

本市においては、全国的に減少傾向にある中で、

逆に数字が逆行して上がっているんです。その上

がり方が半端じゃない。ただ那須塩原市は、それ

でも1,009人ということは、市内の小中学生の数

はおおむね１万人ぐらいだと理解していますけれ

ども、１万人弱でしょうか、１万人として、

1,009人ということであれば比率でいうと10％と

いう数字が出てきますけれども。先ほど申し上げ

ましたように全国平均は15％ですので、それでも

かなり低いという数字が見えるんですね。 

  これは何でだろうかなとずっと今でも考えてい

るんですけれども、全国ではこのように減少傾向

にあるのに本市がふえつづけている理由、これに

ついてちょっと見解をお伺いします。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 議員おっしゃるように、

全国平均が下がっている中で、本市は年度を追う

ごとにふえてきている。現在約10％だということ

の数字は明らかでございまして、栃木県の平均と

いうは結構全国では低いほうなんです。そんな中

でうちがその中で10％を占めるというと、ちょっ

と高い数字になっているんですが。 

  そんな中で、就学援助の児童手当を受給する要

件としている方が全体の６割以上を占めていると

いうことが、本市の就学援助認定者の中で児童手

当受給要件を受けている者ですけれども、それが

低い方ということですから、それが約全体の６割

を占めているということになっているような状況

でございますので、この児童手当の受給率が県平

均よりは高いということなものですから、就学援

助率の率がおのずと高くなるというようなことに

なるのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ちょっとよくわからなか

ったんですけれども。 

  実際、今、お答えいただいたように、全国のデ

ータ、これも当然詳細なデータが一緒に出ていて、

栃木県は確かに物すごく低いんですよね、6.96％。

７％以下の県というのは、栃木県と静岡県と富山

県しかないんで。富山県は6.74、静岡県6.83、栃

木県は6.96。ベストスリーというか、ワーストス

リーというかというレベルが、栃木県の要保護と

準要保護を合わせた数字の比率なんですよね。だ

から、当然那須塩原市は10％ですから、それに比

べれば全然いいんですけれども、ただ全国平均か

らするとすごく低くて、だからいいのかという話

にはならないかと思うんですけれども。 

  かといって、じゃ、平均が栃木県は6.96という

ことは、例えば５とか４とか、３とかという市町

村があるということなんだと思うんですけれども、

それはどうしてなのかなという、そんなの放置し

ていていいのという数字なんですけれども。 

  ちなみに20％を超えている都道府県、東京都も

北海道も大阪府も入っているんで都道府県になる

んですけれども、９都道府県あるんです。10％未

満は10件しかない。そのうちの栃木県はベストス

リーなんです。準要保護児童生徒だけ抜き取ると、

この数字は6.19で全国で一番少ないんです。何で

かなと普通思いますよね。 

  それで、昨年12月に文科省が発表した後に下野

新聞が記事を出していまして、12月29日の下野新

聞ですけれども、タイトルが「就学援助率３年連

続減」という頭で、何て書いてあるかちょっとだ

け読みますけれども、全国の公立小中学校に通う

子どものうち、経済状況が厳しい家庭に給食費や

学用品代を補助する就学援助制度の支給対象者の

割合が、2015年は15.23で、ちょっと減っていま

したねと。３年連続の減少だが、依然として７人

に１人が支給対象となる計算で、高どまりの傾向

が続いていると。都道府県別の就学援助率は、最

も高い高知県が25.5％、大阪府23.67、福岡県

23.53と続いた。低いのは富山県、静岡県、栃木

県と紹介されているんです。 

  そこで、援助率が低い理由について、県教育委

員会、学校教育課ということで、どなたかの発言

がここに出ているんですけれども、これ何と言っ

ているかというと、明確な理由はわからない、支

給対象外になる３世代同居世帯と、夫婦と子の世

帯の比率が全国平均と比べて高い、県民所得が全

国上位にあることも背景にあるのではないかと言

っています。これはちょっと当事者意識がないと

いうか、全く人ごと。その根拠としているデータ
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も、いわゆるシングルだけれども、おじいちゃん、

おばあちゃんと暮らしているよという世帯が多い

ということを言っているんですが、それもちゃん

とデータがあって、それは地方都市、田舎とかに

してみれば当たり前の話で、確かに平均よりは栃

木県は高いんです、38％ぐらい。ただ、ほとんど

の県が30％台で、東北６県はもういずれも40％以

上、秋田に至っては50％ぐらいがいわゆる同居し

ている世帯だよというのが実態なんです。だから

これは非常に根拠に乏しい。 

  もう一つの県民所得が全国上位にある。これは、

確かに栃木県はずっと県民所得に関しては大体１

桁、直近の数字は５位ぐらいだと思いますけれど

も、ただ県民所得というのは、ご存じだと思いま

すけれども、決して個人の所得の高を表示してい

る数字ではなくて、いわゆる法人も合わせた数字

なので、これは決して個人の裕福度が出ている数

字ではないんです。 

  だから、それを根拠と上げるのは非常に何とい

うか認識不足であるんですけれども、もしくはそ

ういう数字を上げるんであれば、いろんな数字が

出ていて、例えば全国1,741市区町村所得ランキ

ングなんていうのがやっぱり公表されていて、こ

れで見ると、これは明らかに個人の所得のランキ

ングですのでよくわかるんですけれども、１位は

東京都港区、ぶっちぎりの１位なんです。1,741

位、最下位は熊本県の球磨村というところですが、

栃木県は25市町、一番上位にランクされているの

は下野市、これが93位なんです。栃木県の中で一

番下は1,287位の那珂川町、那須塩原市はちょう

ど13番目ですから真ん中で632位、これが本市の

状況。栃木県全体で見ても、平均よりは上ですけ

れども、多分20位前後の数字なんだと思います。 

  そういう意味では、この県の教育委員会の方が

おっしゃっている話は全く説得力がない話なんで

す。本当にその実態に即した数字であれば、それ

は全然問題ないんですけれども、場合によっては

この数字を見て判断すると、本来その援助を受け

られる子どもたちが受けられなかったんじゃない

かという懸念が生じるし、現在もそういう状況に

あるのかななんて思ってしまうんですけれども、

それはわからないです。ただ客観的にみると、ど

うも腑に落ちないです。 

  文科省の就学援助実施状況等調査結果の中に準

要保護認定基準の概要というのが書いてあって、

そこには、市町村が実施する準要保護就学援助で

は多くの市町村で複数の認定基準を設定している

という、これは当たり前の話なんでしょうけれど

も、市町村ごとに多少基準が違うということなん

です。 

  那須塩原市は、じゃ、どうかというと、これも

一応調べてはみたんですが、これはちょうどやっ

ぱりおととし髙久議員が同じような質問をされて

いて、そのときのご答弁で執行部から、「いわゆ

る生活扶助基準の1.3倍です」という答弁があっ

たんです。1.3倍というのは、ほとんど全国の市

町村が採用している数字は一番多いのが1.3で、

平均値が1.3なんで、それだけ見ると全国レベル

だろうなというふうに思いますし、那須塩原市就

学援助費認定交付要綱これを見ても、その資格要

件がいろいろ書いてありますけれども、特にこれ

はハードルが高いようなものはないかと思うんで

す、私が見た限り。ただ、その所得基準額のとこ

ろに、「算定に用いる適用基準は、教育長が別に

定める」と書いてあるんですけれども、これが

1.3ということなのかなと私は理解したんですが、

それでいいのかどうかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃるとおりで
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ございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ということであれば、ま

た、さらに何でかなという疑問が湧いてきてしま

うんですが。 

  いろんなデータがあるんですけれども。とにか

く、これは去年の９月かな、文科省の初等中等教

育局長名で出されている各都道府県宛ての通達、

通知というんですか、これの一番最初に出ている

のは、就学援助については、学校教育法第19条の

規定により、市町村において適切に実施されなけ

ればならないというふうに書いてあります。本当

に適切なのかという疑問が常に消えなくて、これ

はちょっと、とても放置できない数字ではないか

と思いませんか。 

  仮にちょっと全然性質は違いますけれども民間

でしたら、ある何か数字の目標があって、それが

いわゆる平均値の半分を下回っている、まさに平

均が15で７％以下ということは半分以下なんです

けれども、そういった数字というのは、異常値と

して捉えられるぐらいのレベルの数字なんです。

これが本当に民間でその数字が放置されるような

状態であれば、まず責任者は本社に呼び出されて、

降格か更迭か、左遷かというようなぐらいの感じ

なんですよね。 

  だから、これはぜひ、もし理由が今、明確にわ

からないのであれば、何かしらあるはずなので。

結果、当然そういう数字で妥当性があるよという

ことであれば、それはそれで全然いいかと思うん

です。栃木県は裕福なんだなということでみんな

ハッピーになる話ではありますが、そうじゃない

のであれば、ぜひこれはちょっと、何というか、

横断的な組織で検証する必要があるんではないで

しょうか。見解をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 準要保護の認定の基準に

つきましては、私どもが所管しているわけですけ

れども、県内の他の自治体の認定基準等を十分調

査した上で、同じような基準を用いて現在行って

いるわけであります。 

  先ほど議員がおっしゃっているものについては、

栃木県県全体としてどうするかというようなお尋

ねのように伺っておりますので、これについて一

自治体としてどうこうというのは、なかなか申し

上げられないのではないのかなというふうに思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 当然県全体で考える話で

はあるかと思いますけれども、当然市においても

考えて、逆に県がそういう姿勢であるんであれば、

県を突き上げるじゃないですけれども、そういっ

たのをちょっと県全体として共有できるような形

に持っていくべき話ではないかと思って申し上げ

たところであります。 

  この話題はちょっとまだなかなか納得ができな

いところなんですけれども、なかなか前に進みま

せんので、この質問に関しては終わらせていただ

きまして、次の⑶と⑷、これも関連性があります

ので、一括して再質問をさせていただきます。 

  私は、今回この質問をするに当たってやっぱり

現場を見ておこうと思いまして、話も聞かなけれ

ばと思って、１件は子ども食堂をやっているＮＰ

Ｏの代表の方と、施設に訪問してお話をお聞きし

ました。あと、もう一件は、先ほど金子議員もお

っしゃっていたキッズシェルターさんです。ここ

は市が委託している事業所ではないかと思います

が、ここにも行って、代表の方とお話をして、施

設を見て、食事もごちそうになったというか、そ

の子どもと一緒に食べてきたんですけれども、や
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はり非常にどちらも使命感のある、責任感に富ん

だ方々がいまして、私もさらに認識を新たにした

ところではあるんですが、やっぱりいろんな課題

があるということをおっしゃってはおりました。 

  そこで聞きたいのは、子ども食堂に関しては特

に市が絡んでいるところはないかと思いますので、

この要支援児童放課後応援事業として市が委託し

ている２つの法人、こちらの利用者数と推移がお

わかりになればお聞きします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 要支援児童放課後

応援事業の利用者数等々ということで、現在２か

所のＮＰＯ法人に業務の委託をして事業のほうを

行っていただいているところでございます。 

  こちら３年間のモデル事業ということで、26、

27、28につきましては先ほどのキッズシェルター

にお願いしたところです。今年度も引き続きまし

て３年間の委託を行ったところです。西那須野、

塩原地区の中学生、小学生でいわゆる基本的な生

活習慣をつけていただきながら、大人の見守りの

中でという放課後の過ごし方というところの支援

を行っているところでございます。 

  キッズシェルターに委託しているところでは、

１月末現在の登録者という形なんですけれども、

子どもの数というところで14名で、利用の仕方も

週何日というところで利用していますので、ある

程度のところで利用の終結というのもありますの

で入れかわりはございますが、延べの人数としま

しては805名です。 

  それから、もう一カ所、これは今年度からの委

託事業でございまして、ＮＰＯ法人、やはり、す

くすく子育てやぎハウスというところでお願いし

て、こちら黒磯地区を中心とした利用でございま

して、同じく１月末現在で18名、延べの人数です

と、こちら７月から始まったというところもあり

まして、キッズシェルターは今まで３年間の実績

がございますので、ある程度受け入れ延べ人数で

は多かったんですが、やぎハウスのほうにつきま

しては延べ人数で362名というところでございま

す。 

  今までの実績というところでございますが、実

績としてあるのは当然のことながらキッズシェル

ターでございまして、人数的には、やはり余り多

くの子どもたちを受け入れるというのは難しいと

いうところで、昨年度までは若干今の数字よりも

受け入れの子ども数は多く受け入れておりました。

ちょっとそこでオーバーぎみのところが、今回黒

磯地区を中心にやっておりますやぎハウスのほう

で今年度受け入れてきているというのが実情でご

ざいます。 

  キッズシェルターの推移というところでござい

ますが、28年度の実績としましては21人、27年度

の実績としましては10人というところで、延べで

すと28年度が1,004人分です。それから27年度が

708人というところが実績でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） あと一つ、これもやはり

一昨年、髙久好一議員がやっぱり同じような質問

をされていて、学習支援事業、これの、そのとき

は非常に、何というんでしょうか、良好に運営さ

れていて効果が上がっているよという話があった

んですけれども、その後、当時は実施場所が10カ

所で、参加利用者数というんですか、97人だとい

うお話が２年前のときにあったんですが、その後

の推移についておわかりになれば、こちらも教え

てください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（塩水香代子） では、28、29の数

字を申し上げたいと思います。 

  若干、私のほうでつかんでいる数字が何日かず

れている形になっているんですけれども、一応平

成28年度につきましては、参加者ということで73

名、それから今年度につきましては２月１日現在

なんですけれども、62名という数字でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） これはかなり、かなりと

いうか減っているような傾向が見てとれますけれ

ども、いずれにしても、子ども食堂にしても、こ

ういった事業者さんのキッズシェルターにしても、

本当に一生懸命されてはいるんですけれども、な

かなか本当に支援が必要な人に届かないというの

を非常に皆さんお悩みとして共通に持っていると

ころなんです。 

  これはちょっと次の４番の税財源の確保のとこ

ろともつながるんですが、１つ、ちょっとこれは

紹介になりますけれども、東京都の文京区、ここ

がやっている取り組みが非常に参考になるので紹

介をしますが、文京区というのは、先ほど申し上

げたその所得のランキングなんかで見ると、日本

で７番目ぐらい非常に富裕層が多くて、文教地区、

そういう地区ではありますが、ただその中でもい

わゆる就学援助を受けている人たちというのは、

1,000人を超えているんです。対象者が１万人で

1,000人だから、ほぼ那須塩原市と同じ数字にな

るんですけれども、ただ、もっとも東京の場合は、

小学生が半分近く私立であったり国立であったり、

そういう小中学校に行ってしまっているので、そ

れが分母に入っていないので一緒に比較はできな

いんですけれども、ただ1,000人以上も就学援助

を受けている人がいると。 

  文京区の区長さんは、ご存じの方も多いと思う

んですけれども、成澤区長、この方は2010年に全

国の自治体の長として初めて育児休暇を取得して、

自治体部門のベストマザー賞をとったなんていう

非常に有名な人なんです。 

  文京区も子ども食堂に関しては直接運営費の補

助をしていたんですが、なかなか本来必要な人に

届かないということで、子ども食堂ではなくて、

直接その食材をお宅に配達してしまうというこど

も宅食、これを今、始めているんですけれども、

これはやはり当然行政だけでできる話ではないの

で、私も今回初めて知ったんですが、コレクティ

ブインパクトという手法というか、これでやって

いるんですが、それはどういうものかというと、

立場の異なる組織、行政、企業、ＮＰＯ、財団、

有志団体、これが協働する形で社会課題の解決を

目指すと。これは、既にノウハウや知見を持って

いるさまざまな団体と協働することで効率的な支

援につなげやすいという発想からやっています。 

  ちなみに先ほど申し上げた、これは余談ですけ

れどもキッズシェルターさん、これもつい先日下

野新聞に紹介されていましたが、地元の法人と、

これは毎年やっているそうですけれども、協働し

て、直接その食材を必要なところにお届けしてい

るなんていう、これもいわゆる一種のコレクティ

ブインパクトの一つなんだと思いますが。 

  この文京区の取り組みのすごいところは、じゃ、

財源はどうするんだといったときに、これをふる

さと納税で、じゃやろうというふうに首長が音頭

をとって、決断をしてやり始めたんです。最近ク

ラウドファンディングは資金調達の手段としては

かなり広がってきていますけれども、ふるさと納

税でそれをやろうと。 

  自治体の課題解決のために使い道を特定の事業

に限定して寄附を募る、これをガバメントクラウ

ドファンディングというんですが、今、多分、こ
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としだけでも100近い自治体がこれのプロジェク

トを立ち上げて、ガバメントクラウドファンディ

ングで資金調達をしている。来年度はもっとふえ

るだろうと言われています。 

  いわゆるプロジェクト名は、「命をつなぐ『こ

ども宅食』で、1,000人のこどもと家族を救いた

い！」というキャッチフレーズというか、これで

寄附を募ったのは昨年の７月か８月だと思うんで

すが、同時に一方利用者を募集したわけですが、

これが、よく行政や民間の福祉サービスの課題の

一つに、希望者が申し込みを完了するまでのハー

ドルが高いことが挙げられますよね。書類をそろ

えたり役所に行く暇もないなどの理由から、支援

につながらないことがよくあります。 

  このこども宅食の利用案内は、先ほど申し上げ

た1,019人の就学援助を受けているご家庭に直接

ダイレクトメールで郵送をしました。そこに記載

されたＱＲコードをＬＩＮＥアプリで読み取って、

それでＬＩＮＥから送られてきたフォームから申

し込むという選択肢を設けたことによって、利用

の申し込みを非常に手軽にしたんだそうです。 

  そうしたところどうだったかというと、あっと

いう間に、当初は150人の募集枠だったんですが、

それが埋まってしまいましたと。その後もふえ続

け、期間中、これ去年の多分10月ぐらいだと思い

ますけれども、458件まで申し込みが来たんです。

そのうちの351件がＬＩＮＥによるものだそうで

す。 

  そのガバメントクラウドファンディングの寄附

額も、当初2,000万円の目標ということであった

んですけれども、これは今でも継続して受けてい

ますが、今朝見たら8,000万円を超えているんで

す。ですので、そこの区長も来年度は枠を600ま

でふやすという予定と報じられているんです。 

  これは物すごいことじゃないですか。1,019人

の対象者のうち約半数が申し込みをしてきたんで

すよね。これ、子ども食堂でそんな400人も500人

も来ることはまず考えられない。でもこういう仕

組みであれば、いかにそういったニーズというか、

本当に必要な人はたくさんいるということがよく

わかる事例だと思います。 

  では、このガバメントクラウドファンディング、

これで昨年一番寄附金を集めた自治体はどこかと

いうと、これは多分どなたも知らないと思うんで

すけれども、広島県に神石高原町という人口１万

人の町があるんですけれども、岡山県との県境に、

ここのいわゆるプロジェクト名は、「あなたのふ

るさと納税でワンコの命が救えます。日本で殺処

分される犬をゼロに」というものなんです。これ

で、ここたしか広島県の中でもそういった犬のセ

ンターみたいのを抱えているところみたいで、当

然県がバックアップしている話なんだと思うんで

すけれども、そこに８億4,000万円が集まってい

るんですよ。これは当然トップの、これはあくま

でもふるさとチョイスを通じての話なんですけれ

ども、ここが１番なんです。さっき申し上げたこ

ども宅食というのは、これは３番目です。寄附額

の高でいうと。 

  ですので、完全に時代は、いわゆる返礼品に関

しては、昨年行政指導でその制限がはめられたり

して、かなり返礼品よりも、じゃ、違うことで寄

附しようかというか、本来の趣旨である地域を応

援するという趣旨での寄附がふえているんだと思

うんです。 

  それを如実にあらわす、最近のはやりの言葉で

言うとエビデンスは、今の総務大臣は野田聖子さ

んなんですが、野田さんが昨年９月26日に、こう

いうのは書簡というのか通達なのかわかりません

けれども、都道府県知事、市区町村長宛殿と書い

てあるので市長もごらんになっているかもしれま
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せんけれども、が出した書簡がありまして、これ

は、ふるさと納税のさらなる活用についてという

のを発信しているんです。これは野田さんが総務

大臣になって、いろんな地方を周りながらいろん

な話を聞いて、やはり将来的にはこのふるさと納

税を活用して地域を活性化することが日本にとっ

て大事だという問題意識から書かれている文章な

んですけれども、ここに２つの点が重要であると

いうふうに書いてあるんです。今後のふるさと納

税を考えたときに。 

  そこのまず１つ目に何が書かれているかという

と、ふるさと納税の使い道を地域の実情に応じて

工夫し、ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内

容、成果をできる限り明確にすることですと。幾

つかの地方団体では、いわゆるガバメントクラウ

ドファンディングとして、例えば文化財の保護・

修復や児童生徒のための図書の購入、子どもたち

への食事の宅配など、事業の趣旨や内容をわかり

やすく示してふるさと納税を募集し、納税者の大

きな共感を呼ぶ好事例が生まれていますと。これ

がまず第一に上げられていて、もう一つ大事なこ

とは何かというと、同時にふるさと納税をした方

と継続的なつながりを持つことも重要ですという、

この２つを重要なこととして挙げています。 

  ですので、先ほど申し上げましたように、ふる

さと納税は本来の趣旨である、いわゆる返礼品の

競争ではなくて、こういったプロジェクトの競争

によって……まずいですか。 

〔「どうぞ」「いいです」「時間」と言う

人あり〕 

○３番（田村正宏議員） すみません。募る時代に

なっているので。 

  本市はふるさと納税に関してはアドバンテージ

があるというか、多分今年度も去年度を上回るぐ

らいの水準で推移しているかと思いますけれども、

全国的にも去年は2,800億、それまでは３年間激

増しましたけれども、ことしはそれほどそういっ

た行政指導なんかもあってふえてはいないけれど

も、恐らく3,000億は軽く突破してくるぐらいの

感じで、将来的には、これは一部の説によると、

この制度が継続すれば１兆円ぐらいになるだろう

ということを言っている人もいます。 

  当然ふるさと納税というのは、いわゆる節税な

んですよね、目的というか一番のインセンティブ

は。あくまでも返礼品というのはおまけみたいな

もので、節税効果というのは、特に高額所得者な

んかは、今後いわゆる税負担がふえたりとか、昨

今のビットコインバブルなんていうやつで税金が

払えなくて自殺者も出ているそうですけれども、

そういった高額納税者なんかは間違いなくその節

税対策というのをしなければいけないので、そう

いったときに一番大きな頭になるのがふるさと納

税であり、いかに集められるかというのは、もう

自治体間の競争ですよね、アイデア。もっとは発

信力、マーケティング力、そういうところだと思

うんで、ぜひ新たな、先ほど市長はそういった財

源は考えていないという、当然だと思いますけれ

ども、ちょっとこの辺を頭の発想を変えて、この

ガバメントクラウドファンディング、これに向け

て早目に手を打たれたらいかがでしょうか。お伺

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁の前に、３番、田村

議員に申し上げます。 

  本席は一般質問ですので、簡明に質問されるよ

うにお願いをいたします。 

  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 田村議員からいろいろ提言を

いただいております。 

  ガバメントクラウドファンディングということ、
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それから私どものほうでも、ふるさと納税という

ことで平成28年度は２億2,500万ほどいただいて

いる状況にもございます。 

  そういった中で、使途としては市長にお任せと

いうふうな項目もございますので、その辺のとこ

ろの項目、そういったもので対応が可能なのかど

うか、これは十分に税の担当部局のほうとも、そ

れから財政担当のほうとも調整をさせていただく

ような形で今後対応していければというように思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、次……。では、ちょっとこれも関連

した質問になります。ちょっとスピード感を持っ

てやります。 

  生活保護世帯の子どもの大学などへの進学率は

約30％と、全世帯の73％を大きく下回っています。

そのような背景のもと、さきの２月９日に生活保

護世帯の子どもに対する大学進学支援を強化する

生活保護法改正案が閣議決定をされております。

これは新生活立ち上げの費用に充てることを想定

しており、18年度入学者から、自宅通学生に10万

円、自宅外通学生に30万円を支給するものです。 

  また、ことしの４月からは、実家から通学する

大学生などに対し、生活保護費のうち家賃などに

充てる住宅扶助の減額を行わないことになりまし

た。また17年度以前に進学した大学生などがいる

世帯も対象になるということなんですけれども、

当然この４月に大学へ入る人というのはまだ決ま

っていないのでわからないかと思うんですが、も

しこの17年度以前に進学した大学生がいる世帯も

対象になるということですと、さかのぼってそう

いった方たちにケアをしないといけないと思うん

ですが、その辺に対するお考えをお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 田村議員のお話し

いただいた件なんですけれども、まだ私どものほ

うに詳しい情報が来てございませんので、今の段

階ではちょっとご答弁申し上げられないので、ご

理解いただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。それでは、

漏れのなく伝わるような形で来た場合にはお願い

いたします。 

  これもちょっとやはり就学援助に絡む話なんで

すけれども、先ごろ銀座の泰明小学校でアルマー

ニの制服を採用するという話が話題になりました

が、昨年の11月に公正取引委員会が公立中学校の

制服取引に関する調査結果を発表しました。その

結果、公立中学校の制服が高いとして、業者間競

争を促す異例の提言を発表しています。 

  それによると高い原因については、特定のメー

カーの指定席になっていたり、個性を出そうと凝

ったデザインがふえていたりすることが背景とし

た上で、制服メーカー間や指定販売店間の競争が

機能するよう学校が積極的に関与、制服メーカー

を選ぶ際はコンペや入札の導入を期待して、販売

店の数をふやすことで販売価格は下がる傾向など

が挙げられています。 

  私の家の近くにもこの４月に中学校に上がるご

家庭がありまして、先日お母さんに話を聞きまし

たが、中学校に入学する際に全て買いそろえると

20万近くかかるよという話で、これはどのご家庭

にとっても大変な負担になると思います。もしく

は双子のご家庭であれば40万というお金が必要に

なったりするんですけれども、これはどう考えて
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も高いと思うんです。 

  そこで、本市においては価格低下に向けて行政

もしくは学校が業者や販売店と接触をしたことが

あるのか、もしくは今後接触する予定等があるの

かについてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 制服の問題でありますけ

れども、市内でも中学校の制服あるいは体育着の

購入につきましては、市内の各地域にあります衣

料組合に加入の複数の店舗のほうで扱っていると

いうような状況でございます。教育委員会としま

しては、それらの団体との直接のかかわり、これ

は持ってはございません。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。 

  今後、ちょっと流れがやっぱり変わってきてい

るというか、そういう声が全国的には上がってい

るということだと思いますので、ぜひ周りを見て

動くのではなくて、積極的に動いていただければ

と思います。 

  時間の配分を非常に間違えましてあれですが、

これ、次のいじめに関する質問です。 

  先日、星宏子議員がセミナーに参加されたんで

す。どんなセミナーかというと、超党派の議員立

法で平成28年12月に成立、可決、施行された略称

教育機会確保法という法律がありまして、それを

学んだり、いろいろ検証したりするセミナーだっ

たそうですが、ちょっと報告を受けたんですけれ

ども、その法律は、５章20条からなる教育の機会

格差を解消するためのものです。特段の配慮をす

べき９つの事項が附帯決議として示されています。 

  その附帯決議は、これをコピーをいただいて見

たんですけれども、非常に今のいじめ問題であっ

たり、さまざまな格差問題に対してタイムリーな

話がずっと出ていて、１つだけ紹介すると、例え

ば、いじめから身を守るために一定期間休むこと

を認めるなど、児童生徒の状況に応じた支援を行

うことというのが一つ入っています。 

  いまだにその自殺者は、自殺者全体は日本では

８年連続減少をしていますけれども、10代だけふ

えているんです。それの相当の部分がやっぱりい

じめだと言われています。やっぱり悲惨なニュー

スに接するたびに、何だ、そんな学校に行かなけ

ればいいのにといつも思っていたんですけれども、

ここには学校に行かなくていいよと、行きたくな

ければということが書いてあるんです。 

  これは非常に、４番目に書いてあるんですけれ

ども、この９つは全て今の保護者であったり、学

校の関係者であったり、当然その当事者の生徒で

あったりが知っておかないといけないことだと思

うんですが、これについて本市ではどのような状

況になっているのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 28年12月に出た法律であ

ろうというふうに認識をしておりますが、主に不

登校に陥っている子どもたちの適切な教育の機会

を設けるとか、あるいは夜間中学というのが特に

トピック的に出たものであったと思いますが、こ

ういった法律が施行されて通知が来た場合につき

ましては、各学校のほうにも通知を流して理解を

してもらっているというような状況にございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 今のご答弁であれば、多

分、じゃ、その生徒なりお母さんたちには伝わっ

ていないんではないかというふうに推測をいたし

ますけれども、もしかそうであれば、早目に全員

で共有するような体制を整えていただければと思

います。 
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  もう時間ですのでこれで終わりにしますけれど

も、とにかく冒頭申しました、一人も取り残さな

いというか、格差の解消に関しては、当市が逆に

格差を引き上げて、ほかの自治体を引っ張るぐら

いの問題意識で市政運営をしていただければと思

います。 

  ちなみに、⑺番の放課後待機児童に関しては、

あさって齊藤誠之議員が詳しくしていただけると

思いますので、譲りたいと思います。 

  ６番については、ちょっと今回は最初の答弁だ

けで割愛をさせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、３番、田村正宏

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時２１分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 大 野 恭 男 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、12番、大野恭男議

員。 

○１２番（大野恭男議員） 皆様、こんにちは。 

  本日４番目、最後になります。よろしくお願い

します。 

  議席番号12番、大野恭男です。 

  通告書に従いまして、市政一般質問を行います。 

  １、保育事業について。 

  保育環境を取り巻く社会状況は、少子化、核家

族の進行、共働き世帯の増加などにより、保育に

求められる役割は大きくなっております。那須塩

原市においては、保育園整備計画（後期計画）改

訂版に沿って計画的に進めていこうとしていると

思います。しかし、待機児童や保育園の民営化、

保育士確保等の問題を抱えていることから、以下

の点についてお伺いします。 

  ⑴待機児童（入園待ち児童）の状況とこれらの

課題及び対策を伺います。 

  ⑵公立保育園の民営化を、今後どのように進め

ていくのか具体的にお伺いします。 

  ⑶給食（調理員）を民間に委託する考えはある

かお伺いします。 

  ⑷保育士不足をどのように捉えているのか。ま

た、対応策があればお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 大野恭男議員の保育事業につ

いてのご質問に順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の待機児童、入園待ち児童の状況と

これらの課題及び対策についてお答えをいたしま

す。 

  本市における国の基準に基づき算出をいたしま

した待機児童数は、平成29年10月１日現在で50人

となっております。また、特定の保育園への入園

を希望しているなど、国の基準ではカウントされ

ない児童数もあわせて算出した入園待ち児童数は、

同日現在で129人となっております。 

  本市では、平成28年３月に那須塩原市保育園整

備計画後期計画を改訂し、特に入園待ち児童が多

い西那須野地区を中心に、保育定員おおむね200

人の拡大を図ることを目標に掲げ各施策を推進し

ており、平成30年度には計画上の目標値を達成で
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きる見込みとなっております。 

  しかしながら、ゼロ歳児から２歳児の入園希望

者が増加していることから、いまだに入園待ち児

童の解消には至っていない状況となっております。 

  施策の推進に当たりましては、地域バランス、

年齢バランスにも考慮した保育定員の拡大が求め

られていることに加え、ますます多様化する保育

ニーズへの柔軟な対応が課題であると考えており

ます。 

  引き続き保育園整備計画に基づき、私立幼稚園

の認定こども園への移行などを推進し、保育定員

の拡大に進めてまいりたいと考えております。 

  次に、⑵の公立保育園の民営化を、今後どのよ

うに進めていくのかについてお答えをいたします。 

  保育園の民営化につきましては、保育園整備計

画において、公立保育園７園の民営化を計画し、

取り組みを進めております。 

  現在までに、ゆたか保育園、東保育園、西保育

園、とようら保育園の４園が既に民営化となり、

さらに平成31年４月からいなむら保育園の民営化

が決定をしております。また、ひがしなす保育園、

わかば保育園につきましても、引き続き民営化に

向けて取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、⑶の給食調理員を民間に委託する考えは

あるかについてお答えをいたします。 

  第２次那須塩原市行財政改革推進計画では、改

革の柱の一つとして「効率的な行財政運営」を掲

げ、「業務の外部化」に取り組むこととしており

ます。これを踏まえ保育園整備計画においては、

現行の正職調理員の配属と補助者の臨時職員の雇

用による給食の提供を見直す必要があるとしてお

ります。また、那須塩原市第３次定員適正化計画

においても技能労務職退職者の補充は行わず、可

能な業務について民間委託を進めるとしているこ

とから、公立保育園における給食の民間委託につ

いては、正職調理員の退職時期等を考慮し、他市

町での実施状況などを参考にしながら検討をして

まいりたいと考えております。 

  最後に、⑷の保育士不足をどのように捉えてい

るのか、また、その対応策についてお答えをいた

します。 

  保育士不足については、都市部のみならず全国

的な傾向となっておりまして、本市においても例

外ではありません。 

  保育士確保の対応策についてですが、平成29年

度の新入園児の申し込みから、父または母が保育

士で、保育施設に勤務している場合には、入園選

考において加点を行い、優先的に入所できるよう

にしており、保育士が育休後に職場復帰しやすい

よう配慮をしております。 

  また、とちぎ保育士・保育所支援センターが実

施する潜在保育士の保育職場への復帰を支援する

保育のお仕事復帰講座や保育のお仕事就職フェア

などの事業の周知を広報への掲載や市の窓口での

パンフレットの配布等によって行っております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

  何回かこの質問はさせていただいていますけれ

ども、市のほうでは、引き続き保育園整備計画に

基づいて保育定員の拡大に努めているということ

で理解はしております。 

  そこで、⑴から再質問をさせていただきます。 

  まず、来年度以降の保育施設の整備予定という

のを、あればお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 平成30年度以降の
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保育園整備の予定ということでございますけれど

も、新たな保育定員の確保のための整備というの

は、今年度で終了ということで考えております。 

  来年度以降につきましては施設の整備というと

ころで、現在進めております公立保育園、いなむ

ら保育園の民営化によります施設の整備、及び来

年度の当初予算で計上させていただいております

病児保育、菅間記念病院なんですが、そちらの保

育施設の建設というところを整備計画の中で進め

ていくということで予定しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  施設整備ということで、いなむら保育園と、あ

と病児保育の菅間さんの施設ということで理解は

しました。 

  待機児童が、下野新聞のほうにも出ていました

けれども、県内ワースト１位で50名ということで、

入園待ち児童の方が129名と、かなりやっぱり多

い方が入りたくても入れないという状況なんです

けれども、恐らくゼロ―２歳児の方が本当にこの

中には多いかとは思うんですが、この待機児童、

入園待ち児童の方の年齢別ではどのようになって

いるか、数字をちょっとお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 待機児童の年齢別

ということでございますけれども、ゼロ歳児が31

名、これは昨年の10月１日現在でございます、１

歳児が16名、２歳児につきましては３名で、合計

待機児童が50名というカウントになります。 

  それから、いわゆる入園待ちという数字ですけ

れども、ゼロ歳児が102名、１歳児が41名、２歳

児が22名、３歳児が３名、４歳児が１名というこ

とで、合計で169名、こちらが入園待ち児童とい

う数字になっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） すみません、ちょっと

確認なんですけれども、169、129で……。 

○議長（君島一郎議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 入園待ちが169人

です。 

○議長（君島一郎議員） 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３２分 

 

再開 午後 ３時３２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） すみません。先ほ

どの数字、訂正させてください。 

  ゼロ歳児が、入園待ち69、１歳が38、２歳が20、

３歳が１、４歳が１で、合計が129人という形に

なります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  今の数字、お伺いしたんですけれども、やっぱ

り待機児童の方はもちろんゼロ歳から２歳児まで

であるんですが、ゼロ歳児が31名ということでや

っぱり多いですよね。入園待ち児童のお子さんだ

と、やっぱりゼロ歳児が69名ということで、それ

だけ預けたい方が多いといいますか、入園待ち児

童の方の場合ですと、ご希望の保育園とかそちら

に入園できない方というふうにカウントするんだ

と思うんですけれども、その辺は理解いたしまし
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た。 

  またちょっとここでお伺いしたいんですけれど

も、市内の保育園、あと認定こども園で、ゼロ歳

児から２歳児までの保育の定員というのは何名に

なっているか教えてもらえますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 市内のゼロ歳の保

育定員、１、２歳の保育定員で、29年度、本年度

につきましては、ゼロ歳238人、１、２歳が984人、

合計では1,222人になっております。来年度につ

きましては85人の定員増というところで、ゼロ歳

が264人に、１、２歳が1,043人で、合計で1,307

人の定員になる予定でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 来年が、ことしで85人

のゼロ歳児から２歳児までの定員がふえるという

ことで、若干待機児童、入園待ち児童が解消され

るんではないかなというふうには思っております。 

  定員的に来年でいうと1,307人ということで、

恐らく那須塩原市で例えば毎年産まれるお子さん

の数というのは大体1,000人ぐらい、ゼロ、１、

２というと約3,000人。もちろん3,000人の方が全

員保育園とか認定こども園にお世話になるという

ことはないかと思うんですけれども、大体この辺

の数字というのが定員は妥当なんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 定員の数が妥当か

というところのご質問ですけれども、保育園の整

備計画を立てていく中で、本来でしたらもう少し

早くいわゆる待機児童の解消が図れると私どもの

ほうでは考えておりましたけれども、現状としま

して、やはりゼロ、１、２歳の保育を希望する方

が年々ふえている現状にございます。今年度若干

の数字を定員のほうを増を事業者の方々にもご協

力いただいているところです。 

  今後の見込みなんですが、やはり人口、子ども

の産まれる数というのも横ばいから減少ぎみにな

っているというところもありますので、必ずこれ

で足りるのかというところは、なかなか推測でき

ないところでございますけれども、現状の施設の

中で何とかやりくりをして、できるだけ待機児童

の数をふやすような工夫をしていきたいと考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。弾力的

運用をしていただいて対応していくということだ

と思います。 

  次、また再質問していきますが、県内で８市町、

足利市や矢板市などが待機児童がゼロ、入園待ち

児童がゼロと報道されています。足利市は人口約

14万6,000人で、矢板市は約３万3,000人の市です。

那須塩原市と何か違う施策をしているのかどうか

把握していれば、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） すみません。今お

答えする前に、先ほど、私、待機児童を「減らす」

というべきところを「ふやす」と間違って申し上

げましたので、「減らす」ということで訂正させ

ていただきたいと思います。 

  今の足利市、矢板市の待機児童がゼロであると

いうところで、特別な施策を行っているかという

ところなんですが、実は担当のほうで足利市さん、

矢板市さん等々に問い合わせをさせていただいて

おります。 

  特別な施策を行っているということではどうや

らないというところでございまして、端的に申し

上げると定員が足りているといいますか、施設の
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数がそれなりに整っているというのが現状ではな

いかと私どものほうでは推測させていただいてい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  例えば待機児童がゼロのところとかあって、い

ろんな施策をしているかもしれないんで、いろい

ろ研究していただければというふうに思います。 

  次に、ご答弁の中に、私立の認定こども園への

移行を進めていくというふうにありましたけれど

も、今後どのように考えているのかお伺いできれ

ばと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 私立の幼稚園の認

定こども園への移行というご質問かと思いますけ

れども、先ほど市長のほうで答弁させていただき

ましたように、もう既に認定こども園に移行して

いる事業者さんもありますし、幼稚園のほかに保

育の施設を併設したというところで、実質保育の

確保にご協力いただいている施設もあります。 

  現実的には、まだ幼稚園のままで残っていらっ

しゃる事業者さんもありますので、そちらにつき

ましては、今後もまた、どういった形で認定こど

も園に移行できるのかも含めまして、協議を重ね

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解いたしました。 

  それでは、⑵の再質問に入らせていただきます。 

  保育園の民営化については、計画の中で、公立

保育園７園の民営化を計画してあって、平成31年

４月に民営化されるいなむら保育園を含む５園が

民営化されることで理解はいたしました。 

  そこで伺っていきたいんですが、ひがしなす、

わかば保育園に関しましては、民営化を以前より

進めているかと思うんですが、なかなか思うよう

にいっていない状況かと思います。民営化が進ま

ない要因は何かお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ひがしなす保育園

につきましては、過去におきまして、なかなか市

の民営化の方針にご理解が得られていなかったと

いう部分もございます。そのため、毎年保護者の

方々へ丁寧な説明ということで、担当のほうがご

協議をさせていただいております。現在のところ

まだご承諾をいただいていないという状況ではご

ざいますが、今後もご理解いただけるように協議

を進めていきたいと考えているところでございま

す。 

  それから、わかば保育園につきましては、今回

の保育園の整備計画を改訂いたしまして、用地が

あそこは借地になっておりますので、その辺の解

消も含めて計画の中には、現在の園地を中心とし

て、あらかじめ市のほうで適当な場所を見つけた

上で民営化を促進するというところで、計画上は

うたってございます。まだ現在適当な用地が見つ

かっていないというのが現状でございますので、

あらゆる可能性を含めまして、今後も引き続き用

地の確保と民営化については検討していきたいと

考えているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） ひがしなす保育園に関

しては、毎年ご理解いただけるようにお話しして

いるということで了解しました。 

  いろいろ難しいかとは思うんですけれども、や

っぱり計画の中にうたってありますので、根気強

く丁寧に保護者の方にご説明していただければと
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いうふうに思います。 

  わかば保育園に関しまして、民営化をするに当

たっては、要するに私有地を探してということな

んですけれども、ずっと、やっぱり今後計画はあ

と２年ありますけれども、その中で見つかるとい

うめどは立っているのか、それをちょっとお伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 見つかるめどとい

うところでございますけれども、私どもといたし

ましては、市といたしましては、あらゆる可能性

も含めて検討していきたいというところで、先ほ

どの答弁の繰り返しになりますが、そういうこと

で考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 保育園整備計画後期計

画の中で民営化を進めていくというのはもちろん

理解しているんですけれども、例えば現在の借地

を買い上げてしまって民営していくという選択は

全くないんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 現段階では市で、

いろいろな保育園の整備計画に限らず、いろいろ

な施設に関する各種計画がございます。そういう

ところとの兼ね合いもございますので、先ほどの

答弁の繰り返しになりますが、本当にあらゆる可

能性を考えながら計画の期間の中で考えていきた

いということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 言われていることはわ

かります。ただ、何というんですか、福祉教育常

任委員会でちょっとわかば保育園を訪問させてい

ただいたんですね。そのときに、やっぱりあれ、

昭和46年に建設された建物で、今回耐震も行いま

すけれども、もちろん耐震をするなというんじゃ

ないです、これはもう子どもの命、安全をやっぱ

り確保しなければいけないんで、やらなければい

けないというふうに思っています。ただ、何とい

うんですか、いつまでも、どこかで結論を出して

いかないと、ずっと次の計画になってしまって、

またそのままずっと取り残されてしまうような感

じになっても困ってしまう話ですし、やっぱり保

育環境をしっかり整えてあげて、しっかり保育を

していったほうがよりよい保育というんですか。 

  やっぱり午睡する場所とか見ても、やっぱりど

ちらかというと、建物が古いので仕方がない部分

はあるんですけれども、そこがよくて集まってく

ださっている保育園児もいらっしゃるんですけれ

ども、その辺もやっぱりしっかり今後考えて行か

なくてはいけないんじゃないかなというふうには

思います。 

  本当に、ちょっとくどいようになってしまうん

ですけれども、30年、31年と残り２年計画の期間

があるんですけれども、この２年に関しては計画

どおりに一応民営化を前提に進めていくというこ

とでよろしいのか、再度お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 現在の保育園整備

計画が31年度までだということで、予定どおり民

営化を進めるのかというご質問かと思います。 

  こちらの計画につきましては、議員の方々皆様

にもご承認いただいているところで、現行の計画

については民営化を進めるということでうたって

おりますので、民営化を進めるという姿勢で、今

後も市の考え方としてはそこの部分で計画は推進

するというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 
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○１２番（大野恭男議員） 先ほども言ったように、

言われていることはわかります。ただ、できるだ

けいい環境でお子様が過ごせるようなという部分

でやっぱりちょっとひっかかってくる部分がある

ので、こういった質問をさせていただきました。

すみません。２番については以上です。 

  ⑶の再質問についてですが、⑶については理解

いたしました。 

  続きまして、⑷の再質問に入っていきたいと思

います。 

  保育士の確保は、本当にどこの市町村でも都会

でも大変かと思います。那須塩原市の施策の中に、

お父さん、お母さんが保育士で保育施設に勤務し

ている場合に、多分これ加点が３点かと思うんで

すけれども、加点により優先入所しやすいように

配慮しているというふうに先ほどお伺いしました。

これを、もうちょっとこの部分加点をふやすとか、

最優先にするとかという考えはないかお伺いした

いと思います。 

  答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 入所選考に関しま

しては、就労を行っている時間等々いわゆる基本

指数というのがあるんですけれども、そちらが20

点になっております。そこに今回の保育士という

ところの加点がプラス３、それからひとり親家庭

というところでプラス３という加点というのがご

ざいます。そのほか兄弟とか、いろいろあるんで

すけれども、そうしたときに加点としては、ひと

り親としては同等で一番加点が多い数字でござい

ます。ここをどうするか、父母が保育士のところ

をもっと多くするかと、いろいろ、この加点を何

点にするかというときにも担当のほうと協議はい

たしたところなんですが、やはり逆に保育士の部

分の加点を少なくしているという自治体もござい

ます。 

  那須塩原市としては、やはり保育士以外の保護

者の方々の就労時間による必要性とのバランスと

いうところも考えまして、今回のプラス３という

加点で決定したというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 保育士に、できるだけ

産休を明けて、育休を明けてすぐに復帰できるよ

うなやっぱり支援体制をとっていただいているか

と思うんですけれども、もし今後いろいろ例えば

社会情勢が変わったとかというときに見直しいた

だければというふうに思いますので、ちょっと頭

の隅に入れておいてください。 

  保育士確保のためにいろいろな施策を行ってい

るというのは十分理解しておりますが、私立保育

園を含めて、保育士の処遇改善が絶対必要かと思

います。特に公立と民間では給料などに差がある

と思いますが、考えを伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 処遇の改善が必要

だというご提案ということですけれども、国のい

ろいろな処遇改善のメニュー等々もありますし、

それをできるだけ積極的に本市としても取り入れ

ておりますので、少しずつそれぞれの施設で、特

に民間さん、改善はされてきているところかと考

えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） わかりました。 

  保育園とか例えば幼稚園とかいうのは、定員が

もちろん決まっていて保育士さんの配置基準もあ

って、要するに収入というのは、利用料とかが決

まってきますので、要するにふえないんですよね、

要するに頭打ちというか、絶対。これは介護も一

緒なんですけれども、要するに保育士の給料が国
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の施策の中で多分２％、6,000円上がっていて、

経験のある方だと４万円ぐらい多分プラスされて、

それで補助をしているかと思うんですけれども、

どっちにしても無限大に収入がふえる事業じゃな

いんで、ぎりぎりのところでみんなやっているか

と思うんです。特に民間はすごく苦しい思いをし

ているかというふうに、多分目いっぱいの給料を

出しているんだと思うんです。 

  その中で、やっぱり特に今後考えていったとき

に、新卒の保育士さんをまずいかに確保して育て

ていくかというのもすごく大事なことであるし、

変な言い方、やっぱり補助金なんですよね。那須

塩原市独自で、何とかこう、国の施策とかはいろ

いろどこも一緒なんですけれども、それは。ほか

と違って何かぬきんでるものがないと、そこに保

育士はもちろん集まってこないとは思いますし、

その辺、非常に難しいとは思います、お金もかか

ることですから。その辺、どういうふうに考えて

いるかというのをちょっとお伺いしたいと思うん

ですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 全国的な保育士不

足という中で、新卒の保育士資格を持っている方

をいかに確保するかというところで、各自治体で

いろいろな独特な施策を、補助金を出したりして

いるということは承知しております。今、議員お

っしゃったように、それなりのお金、財源が必要

となるというところで、すぐにあれもこれもと手

を出すのはなかなか厳しいというのが現状でござ

います。 

  そのような中で、いかにより多くの新卒の保育

士を確保できるかというところにつきましては、

保育士養成課程のある大学というのが県内にもご

ざいますので、そういう大学等へも呼びかけを行

いながら、連携等について前向きに検討していき

たいと考えているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） ぜひ、本当に前向きに

検討していただければというふうに思います。 

  ほかの自治体のお話、２点ほどちょっとさせて

いただくと、来年度から真岡市のほうでは、この

新聞に出ていましたけれども、真岡市は待機児童

が11名のところなんです。保育士を目指す学生支

援として３万円を支給して、これを２年間行って

いくという事業も30年度から行っていくというふ

うになっていました。同じような事業は県内でも

小山市も行っているということです。待機児童が

11名の真岡市で、うちは50名いますので、やっぱ

りその辺はしっかり考えていかなくてはならない

んじゃないかなというふうには思います。 

  あと、新卒の保育士の支援という形では、２年

間連続で待機児童ゼロの千葉県松戸市。松戸市に

おいては松戸手当というのがございまして、基本

給のほかに松戸手当として保育士の手当、別枠で

４万5,000円から７万2,000円を支給しているとい

うことであります。これは本当に極端な例だとは

思いますけれども。保育士確保に努力されていて

10年勤務された保育士さんには、市長が記念品と

してグルメカード３万円を贈呈しているというこ

とで、いろいろ試行錯誤しながらやっているとこ

ろもあります。この松戸市に関しては、対象の施

設が98施設あって、その98施設どこにでも就職し

た方、その方に対して支援をするという施策でご

ざいます。 

  先ほど部長のほうからもありましたように大学

だとか、いろいろ提携しながらというのもありま

すけれども、それも本当にすごくいいアイデアだ

と思うんです。県内では、例えば、名前は忘れた

んですが、宇都宮のほうに資格が取れる学校とか
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もございますし、そういうところに、今、いろい

ろ情報の提供をしたり学生さんと交流したりして、

いろいろ交流していただけるなというふうには思

います。 

  保育士さんで仕事を探している人も結構、正直

いるかと思います。そんな方に対して、求職して

いる方に優しいＱＲコードじゃないですけれども、

ＱＲコードを利用して、どこの保育園で何人保育

士を募集しているとか、そういった情報が検討で

きないかここでお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 保育士の募集に関

しては、いかに広く周知できるかというところも

やはり大きな課題になってくるかと思います。そ

れは当然民間の施設の分も含めてということでご

ざいますが、ＱＲコードを使う方法とか、そうい

う、今、ご提案があったような形と、そのほかに

どのようなＰＲ方法がとれるかということに関し

ましては、ちょっと今後課題とさせていただいて、

研究をしていきたいと考えます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 検討していただきたい

というふうに思います。 

  本当に保育士確保というのは、すごくこれから

大変なことになってくるのかなというふうに思っ

ておりますので、この質問をさせていただきまし

た。 

  那須塩原市の待機児童は県内で最も多い状況で

ありますが、保育施設の整備については最大限の

努力をしていただいていることも理解しておりま

す。今後、次期計画を製作していく中で、保育ニ

ーズも多様化してきておりますので、柔軟な対応

をお願いしたいというふうに思います。 

  また、公立保育園の民営化につきましては、保

護者会と十分協議していただいて、丁寧に進めて

いただければというふうに思います。 

  保育士確保に関しましては、先ほども申し上げ

ましたように、市独自の施策を積極的に打ってい

ただきたいというふうに思います。国の施策だけ

ではどこの市町村も同じで、ぬきんでることはで

きないというふうに思います。 

  子どもは宝です。将来の那須塩原市を支えてく

れる存在であります。次世代を担う子どもたちが

健やかに育つ環境づくりとあわせ、お父さん、お

母さんが安心して子どもを預けて仕事ができる環

境づくりを行っていただきたいことを切に願って、

この質問を終わります。 

  続きまして、２、マンホールふたの老朽化対応

及び観光振興について。 

  平成30年１月８日、下野新聞によりますと、下

水道用マンホールふたのうち、国の定める標準耐

用年数を過ぎて老朽化のおそれがあるものが、全

体の２割に当たる約300万個に上ると見られてい

ることが、業界団体の推計でわかったとありまし

た。劣化の進み具合はまちまちでありますが、使

用を続ければ表面がすり減ってスリップ事故が起

こるなど危険であり、計画的にふたの交換が必要

であると思われます。また、観光名所や特産品な

どの図柄が入ったマンホールのふたを取り入れる

ことにより、観光客誘致の起爆剤になるかと思う

ことから、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴那須塩原市におけるマンホールふたの現況及

び今後の更新に対する考えをお伺いします。 

  ⑵下水道事業の理解促進、イメージアップのた

め、マンホールふたのカラー、デザイン化を取り

入れる考えはあるか伺います。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） ２のマンホールぶた

の老朽化対応と観光振興について順次お答えをい

たします。 

  初めに、⑴の那須塩原市におけるマンホールぶ

たの現況及び今後の更新の考え方についてお答え

いたします。 

  本市の下水道には、平成28年度末時点で１万

3,112カ所のマンホールがありますが、最も老朽

化が進んでいる黒磯地区につきましては、平成30

年度より下水道長寿命化計画に基づき、腐食や摩

耗など劣化したマンホールぶたを順次更新してい

く予定でございます。 

  次に、⑵の下水道事業の理解促進、イメージア

ップのため、マンホールぶたのカラーデザイン化

の考えがあるかについてお答えいたします。 

  マンホールぶたのカラーデザイン化につきまし

ては、既に黒磯駅東口に試験的に１カ所設置して

いますが、下水道に対して関心を持ってもらい、

イメージアップにもつながるものと考えており、

今後検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、１万3,112カ所のマンホールがある

ということで、最も老朽化が進んでいる黒磯地区

から更新していく予定ということで理解はいたし

ました。 

  そこでお伺いしていきますが、マンホールぶた

の耐用年数というのはどのくらいなのか、お伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） マンホールぶたの耐

用年数ということでございますが、先ほど標準耐

用年数ということがお話があったわけで、これは

下水道施設の改築に関する運用ということで国か

ら通知が出ております。その中で、車道で15年と、

そういったことになっております。現実には交通

量等で、そういった状況で随分変わってきまして、

20年以上はもつのかなと、そういったところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 15年ということで、交

通量等で年数が変わってくるということで理解は

いたしました。 

  では、そこでまたお伺いしていくんですが、耐

用年数を経過している枚数というのはどのぐらい

あるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 耐用年数を経過して

いる枚数、これは標準耐用年数というところでお

答えをいたしますが、１万3,112枚中、１万183枚

ということになります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） １万183枚とうことで、

もともとが１万3,112枚ですから、大体７割強ぐ

らいのマンホールのふたが耐用年数を過ぎている

ということで了解しました。かなりの枚数ですね。 

  先ほど平成30年度から更新していくということ

なんですけれども、これ、交換する場合の工事の

費用というのはどのぐらいかかるのかお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 交換する費用という
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ことでございますが、１枚当たりということでち

ょっとお答えをしたいと思います。約30万円から

40万円ということになります。 

  このふたの交換というのは、ふただけ交換する

ということではございません。枠も交換します。

その周りの舗装も切り取るということになります

ので、舗装厚などによってもちょっと工事費が違

ってくるということになります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 30万から40万というこ

とで、私も単純にマンホールのふただけというふ

うに思っていたものですから、やっぱり結構お金

かかっていくんですね、これ。わかりました。そ

うですね、これ。結構なやっぱりやると額になる

というのがわかって、今、本当にびっくりしてい

るところであります。計画的にやっぱりやってい

ただきたいというふうに思います。 

  耐用年数が経過しているマンホールのふたが、

先ほどあったように１万183枚とかなり多いとい

うことと、工事費が高額になるということで本当

に驚いている次第でありますが、多額の予算が伴

うものでありますので、腐食や摩耗などのマンホ

ールのふたの劣化によりスリップ事故とか起こる

危険性がかなり高まると思いますので、順次更新

していただければというふうに思います。 

  ⑴の再質問はこれで終了します。 

  それでは、⑵について再質問させていただきま

す。 

  検討していただけるということで、ありがたく

思います。 

  そこでお伺いしていきますが、黒磯駅の東口に

１カ所「みるひぃ」柄のマンホールぶたが設置し

てあるというふうにご答弁いただきました。普通

のふたと違っているように、私、素人なんで見え

ます。これはどういうふたなのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） どのようなふたかと

いうところでございますが、このふたは名前があ

りまして、デザインストリーマーと呼ばれる歩道

に設置するタイプのものです。専用のふたに、抑

えリングという輪があるんですね、それとボルト

で強度のある合成樹脂のデザインプレートを固定

する、そういった構造になっております。デザイ

ンプレートの取りかえが容易に行える、そういっ

たものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 容易に上の部分が交換

できるということで理解いたしました。 

  ここで今回私も質問するに当たり、ちょっと調

べてみました。このふたは、歩道に設置すること

で公共施設や避難所への誘導案内に使えるほか、

ＡＲコードを附帯して観光案内や民間事業者への

貸し出しなど、さまざまな用途に合わせたデザイ

ンが可能であるということがわかりました。 

  そこで、今後例えば新庁舎ができたときに、那

須塩原の駅から新庁舎に向かう歩道に来場者の誘

導とか、例えばあとは広告媒体として有償で民間

に貸し出す考えはあるかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） 新庁舎ができてから

というところだと思いますが、来庁者、そういっ

た方の誘導にはもちろん使えると思います。 

  また、下水道事業、特別会計を設置しておりま

して、原則独立採算だという、それで経営をして

おります。収入の増加というのは当然考えていか

なければならないということになりますので、公
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営企業という性格上、可能であればということに

はなりますが、検討していきたいと、そのように

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 可能であれば、ぜひ検

討していただきたいというふうに思います。 

  さらに、今回質問したデザインふたと観光につ

いては、デザインふたを観光振興に生かしている

自治体が非常に多く、例えば足利市の例では、史

跡、足利学校の史跡内に設置したふたは、デザイ

ンの中に「五」が隠されていて、見つけて指でな

ぞると、ごをかく、ごうかく、合格ですね、とい

う願いを込めることができると。丸いふたは落ち

ることがないんで、ふたに乗った方が落ちない。

また表面の凹凸の比率を上げて、滑らない。足利

学校にふさわしい１枚であると思います。また、

それにあわせてマンホールカードをつくって配ら

れていますが、すぐに品切れになるほどの人気だ

そうです。 

  また、最近の新聞記事に、本日の下野新聞にも

ありましたけれども、日光市において、市と提携

を結んでいる文星芸大の学生さんにデザインを依

頼して、地区ごとに異なるデザインマンホールぶ

たを５種類作成し、今後マンホールカードもつく

りたいというふうにありました。 

  県内２自治体の例を挙げましたけれども、再度

デザインマンホールぶたを作成して、あわせてマ

ンホールカードを作成して、下水道のＰＲを行う

考えがあるかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） デザインマンホール

ぶたを作成して、あわせてマンホールカードを作

成ということでございますが、まずＰＲというこ

とでございます。 

  まず、下水道事業というのは、先ほど申し上げ

ましたとおり、原則独立採算での経営ということ

になっております。収入は、利用者の皆様にお支

払いいただく下水道使用料と、税を財源とする一

般会計からの繰入金が主な収入ということになり

ます。 

  一方、汚水と雨水の処理が提供するサービスと

いうことではありますが、先ほど大変詳しくご教

授をいただきましたとおり、工夫を凝らしたデザ

インマンホールぶたの設置とそれに伴うマンホー

ルカードが、下水道のＰＲあるいは市の認知度向

上、さらには観光の振興にもつながるということ

だと思いますので、下水道事業として否定するも

のではございません。財源という課題があります

が、関係部局とともに検討していきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 答弁ありがとうござい

ます。ぜひ、やっぱり観光資源に役立ってくると

思うので、ぜひとも観光部局と検討していただき

たいというふうに思います。 

  例えば、そこで仮にデザインのマンホールぶた

の金額、作成費というんですか、マンホールカー

ドをもしつくったら幾らになるか、もしわかれば

教えていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） デザインマンホール

ぶたの製作費とマンホールカードの製作費という

ことでございますが、デザインマンホールのふた

製作費はやっぱり割高になりまして、１枚でおよ

そ14万8,000円程度かなというふうに考えており

ます。 
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  また、マンホールカードは、これは公益社団法

人日本下水道協会が事務局となっております下水

道広報プラットホームという団体の登録申請を行

って、登録が認められると、統一品質のカードが

作成されるということになっております。費用は、

2,000枚で１単位ということになりますが、それ

で３万7,800円ということになります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 14万8,000円と。普通

のマンホールだと大体６万円ぐらいかと思うんで、

やっぱり割高にはなっているので、理解しました。 

  また、仮にマンホールカードを作成した場合、

2,000枚で３万7,800円と。多分これ、そうすると

１枚当たりは20円弱ぐらいですか。このマンホー

ルカードを求めて例えば塩原温泉とか板室温泉へ

来てくれて、１泊でもしてもらえれば、すごく有

益なものだと思いますので、ぜひ本当にお願いし

たいというふうには思うんですが。 

  例えばこれ、例えばであれなんですが、もしや

ろうとすれば、すぐにカードを作成できるもので

しょうか。先ほど「認められると」ということで

あったんですけれども、どんな感じなんでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（中山雅彦） カード、申請をする

とすぐにカードが作成できるかということでござ

いまして、現在このマンホールカード、下水道広

報プラットホームのほうでは293種類までふえて

きたということでございます。年３回の申請を受

け付けているようで、最近はカードをつくりたい

という自治体が多くなってきておりまして、選考

がございます。選ばれた場合にはということで、

それで製作ができるということになりますが、当

然予算措置が必要となりますが、最短でも今から

ですと、配布までということになりますと８月ご

ろになってしまうということになります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） なかなか簡単にはいか

ないというのがわかりました。 

  それでは、最後になるんですけれども、先日県

では、ＤＣ期間限定でダムカード、あと橋カード

を観光振興に生かそうと、配布することを決めた

と新聞報道にありました。市でも、ＤＣの期間に

は間に合いませんが、マンホールカードを市のＰ

Ｒや観光客を呼び込むアイテムとして作成し、配

布をしてみてはどうかというふうに思うんですが、

最後にお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） マンホールの作成に

つきましては、先ほど上下水道部長との質疑の中

でお話があったと思うんですが、観光担当部局と

しまして、そういったカードがあれば、市内の観

光施設等で配布をするということは、交流人口の

増加につながるものであるというふうに考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 突然すみませんでした。 

  いや、本当にぜひとも検討していただきたいと

いうふうに思います。 

  本当に、観光名所は、特産品などの図柄が入っ

たマンホールふたを紹介するマンホールのカード

の発行枚数が、ことし１月12日までの推計で、

140万枚を突破しているということです。2016年

４月に発行が始まって以来、無料配布した自治体

は、全都道府県の252に広がっているということ

です。マンホーラーというふうに呼ばれている愛
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好者に加えて、一般の人気も高くて、観光客の誘

致の起爆剤としての期待が大きいというふうに言

われています。私もそう思います。 

  栃木県においては先月、県独自のデザインマン

ホールふたを初めて製作したというふうに発表さ

れております。下水道事業の理解促進やイメージ

アップに加えて、マンホールふたの絵柄を紹介す

るマンホールカードの人気で観光資源となってい

るということから、デザイン性の高いふたをつく

ったということであります。 

  県内においては、宇都宮市、足利市、大田原市、

下野市、今度日光市が発行するかと思うんですけ

れども、が発行しています。県でも、今後カード

発行を進めるという考えであります。 

  ぜひとも那須塩原市におきましても、観光誘客

の起爆剤の一つとして期待も大きいと思うことか

ら、ぜひ検討していただきたいというふうに思い

ます。 

  これで私の一般質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、12番、大野恭男

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で、本日の議事日程

は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時２０分 

 


